


は し が き 

 
                          工学部長 有住康則 
 
 
 工学の教育・研究において実験・実習は不可欠なものである．実験や実習には

大規模な機械設備，高電圧機器，化学薬品などが使用されるため，現場での取扱

いには十分気をつけなければならない．このマニュアルは，工学部における労働

災害等を防止して快適な教育研究環境を作り出し，教職員と学生の安全と健康を

守ることを目的として作られたものである． 
 国立大学が法人化したことにより，これまで文部科学省が一括管理してきた安

全衛生に関する管理や措置を厚生労働省の法律で適用することとなった．適用を

受けることになった労働安全衛生法では，安全衛生に関する管理体制の確保，危

険や健康障害を防止するための措置，機械設備や有害物に関する規則などが定め

られており，これには大学の全教職員・学生が対象になる． 
 琉球大学工学部では，1993 年に最初の安全マニュアルを作成し，2006 年に改訂

を行った。学科ごとに安全の心得，研究室や実験室における安全の確保，事故時

の対応法などを整理し，それを一つの冊子にまとめたものであった．今回のマニ

ュアルは，その後の労働安全衛生法等の法律の改訂を勘案し，改訂版を整理し直

したものである． 
まず，「はじめに」において，このマニュアルの要点として，安全衛生マニュ

アルの目的，使い方，労働安全衛生法の概要，及び工学部における安全衛生管理

システムについて述べている．次に，第Ｉ編の「安全管理」では，電気，ガス，

工作機械，化学薬品，エックス線，レーザーなどの取り扱いや注意事項，及び防

火と自然災害への対処等について述べている．第 II 編の「衛生管理」では，ＶＤ

Ｔ作業の管理，各種応急措置，健康診断，受動喫煙，保険の加入などについて基

本的事項を記している．また，届出の様式や安全衛生チェックリストなどは第 III
編に掲載されている． 
 教職員，学生の各人が安全についての意識を深め，事故や災害を未然に防ぐこ

とが重要であり，工学部の皆さんにはこのマニュアルを最大限活用しながら日頃

の業務に携わっていただきたいと思う． 
 工学部安全衛生委員会をはじめ関係の方々には，ご多忙の中，工学部の安全対

策と事故防止に真剣に取り組まれ，このような重要なマニュアルを仕上げていた

だいた．安全衛生委員会委員長を始めこのマニュアル作成に鋭意努力を重ねられ

てきた教職員の方々に深く感謝したいと思う．            
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はじめに 

1. 安全衛生マニュアルの目的

工学部における安全及び衛生について，労働災害を防止して快適な教育研究環境の実現と教

職員及び学生等の安全と健康を確保する．

2. 安全衛生マニュアルの使い方

研究室及び実験室等で実験を 始する に，本マニュアルを一 し，全体的な 及び

基本的なルールを する．関係法 ・法律等は， 時， 直しが られ， たな法律が成立・

行・改 ・ されることもあるため，最 の を ー ット等で を める．

ただし，本マニュアルに記載されている項目だけで，工学 の実験に関するすべてが さ

れているわけではない． に しい取扱注意等は各学科の研究室及び実験室等で確 する．

3. 労働安全衛生法の概要

労働安全衛生法の制定

成 16 年 ら国立大学より国立大学法人に 行と 時に厚生労働省労働基 法

及労働安全衛生法が適用されることになった。労働基 法は労働 的部分と の労

働 を定める部分とに分 れている。 の労働 を定める部分 ら安全と衛生に

関する部分を き出し，これらに 規の規則事項と国の 措置等を加 て 法とし

て労働安全衛生法は制定されている。

労働安全衛生法の体

労働安全衛生法の体 は，概ね の りである．

安全衛生管理体制

労働 の危険 は健康障害を防止するための措置

機械等及び有害物に関する規則

労働 の 業にあたっての措置

健康の保 のための措置

快適な職場環境の 成のための措置

等

則

労働安全衛生法の目的

基本的に労働安全衛生法は労働 を対象としている。大学の管理職 はすべての教

職員を労働 と なす。 って，労働 の安全と衛生を確保し，さらに快適な作業環境

の 成を することを目的としている。

労働 の危険 は健康障害に関する措置

労働 の危険 は健康障害を防止するための措置については，事業 が じなければ
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ならない安全衛生の措置についての基 が労働安全衛生規則，その の厚生労働省 や

などで定められている。

機械等及び有害物に関する措置

ー，クレー など に危険な作業を 要とする機械等については，その設置・

に たっては行 の 可が 要であり，その使用， 等についても制限があ

る．

有害物については，労働 に重 の健康障害を生じる物 の ， ， 等に

たっては規則が されている．

労働 の 業にあたっての措置

事業 は労働 を 規に 用したときの ，作業 を したとき，危険 は有

害な業種につ るときは安全衛生教育を行わなければならない。クレー の 業務

などの危険を う業務については， は 習等の を有する の の

業が 止されている。

4. 工学部における安全衛生管理システム

安全衛生管理組

安全衛生委員会

付
属
施
設
等
安
全
衛
生
委
員
会

付
属
図
書
館
安
全
衛
生
委
員
会

農
学
部
安
全
衛
生
委
員
会

工
学
部
安
全
衛
生
委
員
会

理
学
部
安
全
衛
生
委
員
会

教
育
学
部
安
全
衛
生
委
員
会

法
文
学
部
安
全
衛
生
委
員
会

大
学
本
部
等
安
全
衛
生
委
員
会

各学部
等衛生
管理者

産業医

各学科安全
衛生委員会

総括安全衛生管理者

琉球大学長

勧告

勧告

助言

指揮

選任

 安全衛生管理組
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労働安全衛生法との関

事業 の 務

事業 は， に法律で定められている労働災害の防止のための最 基 を守るだけでな

く，よりよい快適な職場環境の実現と労働 の改 を じて，労働 の安全と健康を確

保するようにしなければならない．

労働 の 務

労働 は，労働災害防止に 要な事項を守る ，事業 その の関係 が行う各種の

安全教育 習会等に 加するように努めなければならない．

安全衛生管理体制の確立

 自 的な安全衛生活動が制 的に機 するように，より 実した安全衛生管理組 の確

立を行わなければならない．

危害防止措置

 危害防止措置については，事業 が じなければならない安全衛生の措置について 確

に定められている．

労働 の 業に たっての措置

 事業 は，労働 を 規に 用，作業 の ，危険 は有害業務に 事さ るとき

は安全衛生教育等を行わなければならない．

健康管理

 作業環境の びに有害な業務を行う 作業などについては，作業環境 定が事業

に 務 けられている．有害な業務に 事する労働 に対しては 健康診断を実 し

なければならない．

学生

 学生は労働 がないこと ら，労働安全衛生法で定める労働 には しないので労働

災害の保 対象 ではない．し し，労働安全衛生法とは関係ない立場 と ばそうで

はない．労働安全衛生法の規則が る事業場で，研究・実験活動を行う 上，教職員と

じ 識に扱う 要がある．

各種管理 等・各委員会の 務

学長

大学における安全及び衛生についての最高 である．法 に定める労働災害を防止

する最 基 を守る．快適な研究教育環境の実現と教職員及び学生等の安全と健康を確保

する．

括安全衛生管理

安全衛生委員会の最高 であり，学 の安全と健康の確保について 括管理する． 
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  業  
   教職員及び学生等の健康管理を 学的な ら行う． 1 回の学 が 務 けら

れている． 
 衛生管理 及び衛生工学衛生管理  

   研究教育活動に って 生する健康障害を未然に防止するための衛生に関する 的

事項を行う．学 が 務 けられている． 
 
  安全衛生委員会 
   大学における安全衛生委員会は，労働安全衛生法に基 き，学 で 生する安全衛生の

を し，対策及び実 を行う． 
 
  各学部等安全衛生委員会 
   安全衛生委員会の 部組 として 置 けられている． 
 

安全衛生関係の 習会・安全衛生教育・ 取得 
 労働安全衛生法に基 き，教職員は理工 有の安全衛生に関する 教育， 習会及び

等を取得しなければならない． 教育， 習会及び 取得等に関しては，学 は関

会等で受 する．各研究室ごとに安全衛生教育を実 し，教職員および学生 に安全衛生の

意識の育成を行う． 
 

安全衛生の一 点  
 全部 は各学科等において，研究室及び実験室等で定 に「安全衛生一 点 」を行う． 
 
 
５．工学部における職場巡視について 

５．１ 職場巡視とは 

 職場 は，職場 研究室 の を ることで， 気 ない危険 を し，労働災

害を未然に防ぐこと，法 への適応 を することなど，改 方法が 要な を す

ることによって，職場の安全衛生 を 上さ ていく活動である 労働安全衛生規則 ．

また，これを実 することで労働安全衛生に関する意識 けの も している． 

 職場 の ーとして， は各学科安全委員会の 教員 びに衛生管理 ，

設 は各研究室の教員 びに研究室の学生となる． は， い を って

し， しい ，法 との また安全衛生を 化する 要があり，感 的に めないよう

注意する 要がある．また，危険 子のトー ルリスクを 定し，労働災害および健康災害

ら作業 を守れるよう，それ れの職場 研究室 の に わ た環境 くりを しなけ

ればならない。これを確立さ るためには， びに 設 それ れが 識を 有し，

意 を一 さ ることが重要となる． 

 工学部においては， 成 年 の 立行 法人化 ，各学科の実験室・実習室等を

回の を実 している． 
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５．２ 職場巡視の流れ（職場巡視～改善報告） 

 職場 の ，衛生管理 より 記 が 出される．その中には，危険有害 子に対す

る 事項および対応措置， 記事項等が記載されている． 事項がある場 には対象 は

作業環境の改 をしなければならない．ここでは職場 ら改 の 出までの れにつ

いて する． 

職場 実 ， 記 の作

成 

記 の 出 工学部 務

係へ 及び ー ，学科委

員・ 設 へ ー を

出

記 を工学部

工学部安全衛生委員会へ 出

各学科安全委員より 記

の

改 の 出

改 の作成

改 の作成

改 の 出

改 を工学部

改 を工学部安全衛

委員会へ の 出 

工学部安全衛生委員会で

・

５．２．１ 巡視記録

 記 は衛生管理 によっ

て作成され，工学部関 部

にて される．職場 にお

いて安全衛生に関する され

た および 記事項について

の であり，最 的に工学

部長まで が行われる． 

された事項等の改 を行い，

改 を に工学

部安全衛生委員会に 出しなけ

ればならない． 

衛生管理

学科委員 務係 設

工学部安全衛生委員

各学科長

各学科長

工学部安全衛生委員

務係

務係

設

 職場 の れ
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５．３ 衛生管理者との連携について

 時 人 上の労働 を使用する事業場では，衛生管理 を有する のう ら労働

に応じ一定 上の衛生管理 を し，安全衛生業務のう ，衛生に わる 的な

事項を管理さ ることとなる。工学部には衛生管理 の を有したものが おり，作業

教職員および学生 が研究を安全に 行できるよう体制を整 ている。 

健康に あるものの および処置

作業環境の衛生上の改

作業 ， 設等衛生上の改

労働衛生保 ， 急用 等の点 及び整備

衛生教育，健康 ，その 労働 の健康保 に 要な事項

労働 の および ，それによる ，欠 および 動に関する の作成

その事業の労働 が行う作業が， の事業の労働 と行う作業と 一の場 において行わ

れる場 の 要な措置

その 衛生日 の記載等職務上の記 の整備

衛生管理 は職場安全 またはそれ においても危険有害要 を 定，そのリスクを

し，これに基 きリスクの 措置を実 するできる体制を整 ることが重要であり，作業

教職員および学生 は 日頃 ら衛生管理 と対 し，危険 ・有害 等の 及び 要な

措置の実 等，安全衛生の または 上することが まれる。 

－6－



 安全管理 





 安全管理 

１． 的 安全について 

心得

機器，工 及び器 等の をよく理 し， 作及び取扱い方法を習 する．

さなことでも，不 な点や分 らないことがあれば べる． 断や 点は

ガの となるので十分注意する．

れてくると気が が になるので，気を めて仕事をするように心 ける． 

と 物

作業・実験に適した を心 ける．

物は らないものを ． が どけたまま いたり，作業・実験中の

ル きは危険を うので十分注意する．

務及び作業に った で仕事をすること．

スは深く を し， に が くように スの高さを 整する．

長時 じ を けると， 定の が を けることによる「 的

労」が こる．この 的 労を するように， の と が に行わ

れるような 動 体 等 をする．

整理・整 ・ ・

全ての物は，置き場 を定めて ず 定の場 に置くようにする．

に を げるような物を置 ない．

高い ， 等の の れがある場 は， を防ぐために 等で に 定

する．

には，物を置 ない．

出入 ， ， 等及び 火器， 火 には物を置 ない．

には， しやすい物や危険物を置 ない．

整理・整 ・ に努めるように心 ける．

室， 室等の は定 的に行い，衛生には十分注意する．
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２． 安全に使 る めに 

 

２．１ はじめに 

 電気は扱いやすいエ ル ー のため， とんどの部 で電気機器が使用されている．し

し，電気は目に ないため，取り扱いに十分に気をつけないと電気災害に き まれる れ

がある．  
 本 では電気を安全に使用するために っておくべき事項をまとめる．ただし，ここでは一

的な注意事項を する．研究室によりそれ れの実験 置に適した 体的な注意が 要と

なる．それらについては 置のマニュアルや各研究室で定めた注意事項に うことが電気災害

を防止することにつながる． 
 
２．２  

２．２．１  

 感電は，人体の 体の一部を電 が れることによって 生するもっとも直 的な電気災害

である．感電した場 ， 電電 が さい場 には感電を するだけであるが， 電電 が

大きくなると の けいれん により意 に して の がおこったり，心 止・

を生じたりする．また， 電電 が大きい場 には生体組 の ・ などを こ

すこともある．さらに，感電に いたことや， けいれん により や など 次災

害が こる事 もある． 用 電 による感電の人体への のおおよその様子は ． ．

になる． 
 

．２．１ 感電時の電 の人体への  
電 mA  人体への  

1 感 に感 最 感 電 0.5mA  
5 なり  

10~20 い ， の と の ， 
電部 ら 不 の  

50  
100 心 の障害， 止 

 
 感電の危険 は 電電 と 電時 に大きく される．一 に 用電 において電

mA 電時 s の が 30 上になると， 的障害を受けると われている．一方，

電圧の大きさは 次的な要 に ず，一概に感電の危険 を し ることはできないが，感

電時の人体を 電気回 の が じであれば，電圧が高い ど れる電 は大きくなり，

また，電 は一 に電圧で してあることを ると，どの の電圧で事故が こる を

理 しておくことは意 がある．人体の は 時 5000 である ら，感電を感

するのは，5000 0.5 10-3 2.5V， の は，5000 10 10-3 50V で生じる．さらに，

人体の体 50~500 で れば，上記の の 1/10 の電圧となる． って，
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用電 100V は感電 するのに十分な大きさを っており，一 の電気器 の取り扱いに

し感電の危険 を十分 識しておく 要がある．

感電が生じるには人体に電 の入 と出 が 要であることは っておくべきことである．

．２．１ 感電の ニ ム
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このことを学 と一対の電 子に 時に れた時には感電するが，人体が電 の一方の に

れただけでは電 の出 がないため感電しないと思う もしれない．し し， は 用電

の一 子は されているため，体の一部が の 子に れる事により電 の が

できるため感電する ． ． ． 電している機器の ースに した場

にも 様に感電する．したがって， 電部分には ない事を 則とすべきである． 
 一 に，感電による事故を防ぐためには， 電部分の 出をなくすこと， 活線作

業 電した での作業 を行わないことだけではなく， 適 な ， や

電 断器の設置が 要である． 
 が一，感電事故が生じてしまった場 には， 次災害を防ぐため， 災 を 出する に

ず電 を る事を れてはならない． 
 
２．２．２  

 電気を直 的な とする火 としては，感電による電 作用によるものだけでなく，アー

クの によるものがある．事故事 として，分電 の作業中に で 2 を し

てしまい，アークが び火 をした がある． 
 火 を防ぐためには，感電防止， をさ ないための 電作業の の に， し

確 ， 電器による 電の有 のチェック， する機器に れる事のないよう防 措置を取

る 要がある． 
 
２．２．３ お  

 電気に する災害は，感電や火 などの直 的な災害の に火災と がある．これら

の としては， 電， ，電気火 などがある． 
 電 電気機器や電気設備は くなると， や によって が次第に し

電を こす．また，機器 部の こりや 気などによっても 電が こる． 電によ

って れた電 は ュール となって可 物 に 火し，ついには火災に する．

電が きると感電事故も こりやすい． 
 には， 体による の に，電気機器および電線に対する に

よる および電線 部の 不 による がある． 
電気火 可 ガスが 限 の にある時に電気火 が 生すると， や火災

を き こす． って，実験や作業 によってはス ッチの ，電線のシ ート，

電気による電気 火 ス ーク の 生などに注意を要する． 
 
 電に関しては， の トにおいても や リ等が ー現象とト ッ

現象 となり火災 となる事 があるので，定 的に ・点 を実 する 要があ

る．また，電気火 による火災 を防ぐために， の可 のある では防 器

を使用するなどの注意が 要である． 

 なお，電気事故により火災が 生した場 は， で 火する には電 を 断することが

要である 感電防止 ．電 が 断できない場 は， 火器などを使用する． 
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２．３ の 使 に る  

２．３．１ 的  

 実験室で電気を 用する上での一 的な注意事項について に述べる． 記

は実験室だけでなく事務室や 室でも注意する 要のある事項である． 
 

ト・テー ル ッ 長 ー ・電 ー など 

 を ない で機器を ト・分電 に すること．  
 電 ー ，電 および トに ・ 化がない事を確 める．目 で

は がなくても，使用中に電 ー の一部が くなったり，電 ー を げる

と電 が れたり・入ったりする場 は ー 部で断線し っている可 があ

るため ー を すること．  
 テー ル ッ ・ 長 ー を 2 上直 に しないこと 線をしない

こと ． 
 ー リール 電工 ム は， いた と き出した 使用できる電 が

まっているので確 して ら使用する． 
 電 は トやテー ル ッ ・ 長 ー にしっ りと すること．

る や 不 は ー現象による火災の となる． 
 電 のアース線はアース 子に し を行うこと．なお，危険 の い機

器について，や を得ない理 により しないことがある もしれないが，電

のアース線が 電部分に れる事を防ぐために しておくこと． 
 トやテー ル ッ ・ 長 ー のまわりに リや 等がないように

すること． に， の後 など 目につ ない に注意すること． ト

の リはト ッ 現象による火災の となる．  
 ー が を らないようにする．どうしても を る場 には ー

ル などで保 すること． 
 ー に 理な力を けないようにする． ー の上に物を載 たり， っ ったり

しないこと．  
 ー を ねたり， ー ットなどの きにしないこと． するだけでなく，

の により 物の 化を める になる． 
 ー を高 物に さ ないこと． 
 電 の き しは機器の電 ス ッチを った で行うこと．また，

の き しをス ッチの On/Off わりにしないこと． 
 

電気機器の取り扱い 

 機器の を行うこと． に，電動機や ースの機器， や の高い場 で

は確実に を行うこと．ただし，ガス管には 対に してはならない．  
 使用していない場 には機器の電 を ること．や を得ず， 中に れる 要が

ある場 には，機器の に使用 ・ などを しておくこと． 
 電した場 には電 ス ッチを ること．電 ス ッチが入ったままでは， 電時

に機器が に動作し，火災などの事故の になることがある．  
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電動機の には不用意に ないようにすること．

電動機に き まれないように， の長い作業 ， ， ク 等を 用しないこ

と．また長 は ねる等の処置を行い， や 等は ット ら取り ること． 
電部分を 出さ ないこと．

する機器の には 火 ・可 物 をお ないようにすること．

その

分電 の に障害物をお ないこと．

電 断器は に 回 上定 的に 験し，動作を確 しておくこと．もし，動作し

ない場 は や に する．

ュー の 等の作業を行う場 は ず電 を り，感電の れのない で作業

を行うこと．このとき，思い による事故を防ぐために 電器等で確 を行うこと．

また， が作業中に って電 を入れる事のないように， 作 止を するなど

要な措置を取ること． に電 の と作業場 が れている場 は要注意で

ある．

２．３．２ るいは に る  

 感電防止の 点 らは活線作業および活線 作業は行うべきではない．や を得ない事

で活線 作業を行う 要がある場 は， 圧 または高圧 電気取扱い 教育 で

つ 定電気工事 事 の を有している に すること．

２．３．３ の いに る  

 高電圧機器を取り扱う は，高電圧に関して十分な理 をし， の のもと

に行う 要がある． に注意事項を すが，高電圧を扱うにあたっては高圧・ 高圧電気

取扱い 教育を受 する 要がある．

実験に 立って， 置および 線 をよく点 すること． に 全な が確保され

ている 確 めること．

高電圧は直 電部に しなくても感電を き こすことがあるため， 高電圧の

電部分 らは十分な を取ること．労働安全衛生規則第 344 によると 限

は 22kV で 20cm，220kV を 275kV では 200cm である．このとき，立っ

ている 置ではなく， の や っている工 も 対に 限 に入らないよう

に を取る 要がある．

機器や回 に で れる時は，電 が 断されている事を確 し，高圧部を で

して ら れる． に， が されている回 は を 全に 電

した後に すること．さらに， を高圧 線 に っ けた で作業すること． 
実験 後は電 を全部 断し， があれば，それを で ・ する．

が一の事故に備 て 人で実験を行うこと．

が一，事故が こった場 には，まず，最初に 電 を ること．電 を る には，

感電している人 を けようとして れないこと．
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２．３．  お  

 電線には様々な種 があるが，ここでは室 線用として実験室で日 的に使用されている

電線 について に述べる．ここで述べた ー ルや ー にも使用可 な場 ，使用

用 ， 電 ごとに種 があるので，適 な ー や ー を すること． 電 は電

気設備 基 などを し， 電 を ないように使用すること． 
 

種  
 電線 線には多くの種 があるが， 線用のものは 600V ニル 電

線 IV 線 が一 的で く 及している．用 としては， 用の電線やス ッチ，

ト の り線として用いられる．  
 行 ニル ー VFF ー とも ばれ，より線を したもので，

用電気器 や 300V の 電気用として く用いられている． ニルは，

使用 最高 が 60 となっており に く，電気を として 用する電 器

などの器 には使用できない．また，この ー は 動 線用であり， や などに

定することはできない．  
 ム ー ー とも ばれ，より線に テー あるいは を き， ム

で した後，編組を したものである． 的 に いので，電気を として使用

する機器や 電 に用いる． 
    ニル ニル ー ル 600V ニル ニルシース ー ル VVF

は， 線の 線を ニルで した後， を ニルでさらに した の ー

ルである． ， ， 薬品 に れており， の 圧 定 線用に適し

た ー ルである．なお， 等への 定にはステー ル等を用いる． 
  ー ル より線を ムまたは ニルで したう ， は ム

または ニルで したものである． で に ，電 も大きい．

い扱い方をする場 や， 等の 気のある場 での 動用電線などに用いられる． 
 

電  
   電 及び ー は電気の 体であるが，わず に があり，電 が れることにより

する． 上 により が しい 化きたさない限 の電 を 電 という．

600V ニル 電線および 600V ム 電線の 電 を ． ． に す．また

ニル ー および ー ルの 電 を ． ． に す． 
 

電 係  
   VVF ー ル びに電線を 一 管 などに めた場 には 線 に応じて 電

に電 係 を けなければならない．これは電線が 管の中に められているた

め，電線中に生じる の が くなるためである． 線 に対する電 係 を ．

． に す． ば，直 1.6mm，2 の VVF ー ルの場 ，27A 0.7=19A とな

る ． ． ， ． ． より ．したがって，VVF ー ル びに電線を

一 管 などに めた場 では 電 に いがあるので注意すること． 
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          ．２．２ 600V ニル 電線および 600V ム 電線の 電  

 直  
(mm) 

電  
(A) 

 断  
(mm2) 

線 線の直

(mm) 
電  

(A) 

線 
1.0 16 よ

り

線 

0.9 7 0.4 17 
1.2 19 1.25 7 0.45 19 
1.6 27 2 7 0.6 27 
2.0 35 3.5 7 0.8 37 
2.6 48 5.5 7 1.0 49 
3.2 62 8 7 1.2 61 
4.0 81 14 7 1.6 88 
5.0 107 22 7 2.0 115 

 
    ．２．３ ニル ー および ー ルの 電  

体の 断  
(mm2) 

線 線の直

mm  
ニル

ー

電 A  

ー ル

電 A  
2 心 3 心 

0.75 30 0.18 7 12 10 
1.25 50 0.18 12 16 14 

2 37 0.26 17 22 19 
3.5 45 0.32 23 32 28 
5.5 70 0.32 35 41 36 

は  

ニル  

.1 の 3  

ニル  

.1 の 3  

の 部  

 

ム  

テ は の  

ニル 

 

ニルの  

ニル 

ニルの  

 

 

2  

 
3  

(a) 電線 (c) ニル ー  (b) ム ー  

(d) 600V ニル ニル ー ル (e) ー ル 

． ．  各種 ー ルおよび ー  
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．２．  VVF ー ル びに電線を 一 管 に める場 の電 係  
一管 の電線 本 電 係

3  0.70 
4 0.63

5 または 6 0.56 

２．３．５ の  

実験室には， に め まれた トの に分電 が設けられている．一 用

トの定 電 は 15A である ら， の 機器し 使用できない．したがって，実験のた

めには分電 ら 線することになるが，その には種々の注意が 要である．

有 が作業を行うことが法律に定められている．琉球大学では電気工事 つ 定

電気工事 事 の を有さない は電気工事 法 行 に定められている な工

事し 行う事ができない 分電 ら 線する工事は が 要である ．また，工事

は 業省 に定められた 基 を たす 要がある．

分電 ら室 の に 分 れして 線する場 は， 中に適 レー ー また

は ュー ックスおよびス ッチ を設置すること． レー または ュー は

適 な のものを使用し， 電 による や火災が 生しないようにすること．

なお， ュー は使用してはならない． ュー を使用する場 には ュ

ー を使用すること．

室 の電気 線を 定する場 ， の ー ではなく，VVF ー ルを用いる

こと．

線が を 断する場 は， で っ けることのないように， 用 ール

や チュー などで保 すること．

テー ル ッ ・ 長 ー の 分 は けること． し が りない場 には

定用 ー ル VVF ー ルなど を用いた室 線により， トを設置する

事が ましい ュー ックスも取り ける事を する ．

電気を として 用する電気器 の 線には ム ー を使用すること．

トの し や， 電 の 子と 線の の に気をつける．

電気機器の を行うこと． に 気の高い や の る可 のある では

ってはならない． が一， 電した場 でも，機器が してあれば ースに生じる対

電圧は さくて ，感電事故の危険 を さくできる．ガス管への は火災の

になるので 対に行わないこと．

電 断器を適 に設置し， 電した場 に や に 断できるようにすること． に

気の高い など感電の危険が高い場 には設置すること．その ，定 的に 電

断器の動作をチェックし，記 を取ること．

気の高い や の危険 のある では，防 や防 など，その場 に適し

た器 を使用すること．
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２．３．  記録  

実験室の安全を確保するためには，定 的に安全を点 し，記 を保 する 要がある．工

学部安全衛生チェックリストを に定 的に点 し，記 を保管しておくこと 第 編 実

・届出・ ・ 等 ． に 電 レー ーのある分電 ． ． は， 電

出機 が に動作する に はテストする 要である．

．２．３ 分電 の ス ッチ 電 保 ， 電保 ，分 ス ッチ

電 保
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３． ス スの安全について 

 

３．１ ス 

高圧ガスは圧 ガスまたは 化ガスの で高圧ガス 器 「 」という に
てん

されている．これらは「高圧 であることの危険 物理的危険 」や「ガス種による危

険 化学的危険 」を わ つため高圧ガス保安法で規制されており，安全な取扱方法

を して使用しなければならない． 

 

1 高圧 であることの危険 物理的危険  

圧 ガスは一 的に 14.7 MPa 150 気圧 もの に高い圧力で に されている。

の 部には を するエ ル ーが されており，これが ら の で 時 に

部へ 出されると に大きな危害を る．また 化ガスとは 圧で気体の物 (

大気圧での 点 40 )が や圧 により 体となっているもの 及び 圧で 体の

物 ( 40 )がその 点 上の つ 1MPa 上の圧力 で 体となっているものをい

う。1 

．３．１ 高圧ガスの 分 高圧ガス保安法による定 の概 ) 

分 記いずれ に するもの2 

圧 ガス 

ア チ

レ を

く  

 1 MPa 上の圧力3にある圧 ガス 

 35 で圧力が 1 MPa 上となる圧 ガス 

< 体 > 

圧 ，圧 ，圧 ，圧 アル ，圧 リ ムなど 

圧 ア

チレ 4 

 0.2 MPa 上の圧力にある圧 ア チレ  

 15 で圧力が 0.2 MPa 上となる圧 ア チレ  

化ガス 

 気圧5が 0.2MPa 上の にある 化ガス 

 気圧が 0.2MPa となる が 35 の物 の 化ガス 

 その 6 

< 体 > 

化 ガス 化 化 ， 化 ， 化 ， 化 ガス LPG ，

化 然ガス LNG ， 化ア ニア， の 化 など 

  

 
1 これは 省の による 化ガスの定 で それが高圧ガスに する は ． ． による。 
2 なお の高圧ガスの 定や危険 については，研究基 ーまで い わ いたい． 
3 本 の「圧力」は に断りがない限り大気圧を規 (0MPa)とした「 ー 圧」を す． ー 圧 対圧

大気圧． 
4 は文 等  
5 気圧は物 に 有の物 であり， に して まる． 
6 化シア 化 ， 化 ム チル， 化 化エチレ の つが で 定されている。 
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ガス種による危険 化学的危険

高圧ガスを化学的 により分 したものを ． ． に す．中には つ 上の化学的

危険 を備 るガスも する． ば，ア ニアや一 化 は， つ可 である．

．３．２ 高圧ガスの による分  

分 の概要

急 の高いガス． LC50 7が めて く， の いでも

と で に る れがある．

体

一 化 ，一 化 ，ア ニア， ， ッ ， 化 ，シア 化 ，

など

可 気中や 中で するガス．

体

，一 化 ，ア チレ ，ア ニア， ， ， 化 ガス

LPG ， 化 然ガス LNG など 

不活 そのガス自 は ず， つ の物 を さ る も たない

ガス．ただし された室 に大 すると， 欠を き こす れがある． 

，アル ， リ ム， ガス 化 ， ア ス8 化

の 体 など

そのガスが する場 に， の物 を さ ることができるガス． 化力を

もつ．

気， ， ，一 化 ， 化 ， 化 など

可 ガスと ガスの ガス

ガス

シ ，アル ルア ， 化物，有機 などのガスは 気と

しただけで 火 がなくても する． は「 ． ． 定

高圧ガス」

， スチック， ムなどを し，その として思わ 災害を く．ま

た に障害を こす．

ガス， 化 ， など．

7 LC50，Lethal Concentration 50 とは，ガス体または に した の化学物 に さ

れた生物の 50% が 験 に する のこと． 
8 ア スは高圧ガスに しないが， 化ガスと 様に のリスクがあるためここに記載した． 
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． ．  高圧ガス管理のルール 

高圧ガスの  

高圧ガスの とは，ガスを圧 ，加 ，化学 応， 化などの方法により高圧ガスの

にすることをいう．高圧ガスの は規模により 事への や届出の対象となる．

する可 がある実験 を する場 は ず工学部事務部及び研究基 ーまで

すること． 

 

14.7 MPa に された高圧ガスを 圧して， の圧力よりは いが未だ 1 MPa 

上の 高圧ガス にすることは「高圧ガスの 」に する． 

 

高圧ガスの  

高圧ガスの とは，一 に に された高圧ガスを置いておくこと，及び に高

圧ガスを した にしておくことをいう． 

に たっては，高圧ガス保安法ならびに 高圧ガス 器安全管理 にのっとり，

安全に しなければならない． しくは「３．２．  ス の 管」を ． 

 

定高圧ガス 

高圧ガス保安法では， に たり に保安の確保を要するものを「 定高圧ガス」として

しく規制していて， ． ． に する場 は， 事への届出その の きが

要となる． 

 琉球大学においては現 保有が確 されていないが，今後使用を する場 は， ず工学

部事務部及び研究基 ーまで すること． 

 

．３．３ 定高圧ガスとその に る規制  

  

 
9 高圧ガスとは， 体研究など一部の 研究で使用されるガス ガス の中でも， に可

，自 分 ， 等，危険有害 の高いガスで， 体的には シ ， ス ，アルシ ，

， レ 化 ， ルマ ， シ の 7 種及びこれらを ガスを す． は研究基

ーHP  

http://w3.u-ryukyu.ac.jp/yakuhin/gakunaidocs/tokushuzairyogas.html 

 定高圧ガスの種  事業 の 力 

 高圧ガス9 に関わらず 

 圧    300 m3 上 

 圧 然ガス   300 m3 上 

 化   3,000 上 

 化ア ニア  3,000 上 

 化 ガス  3,000 上 

 化   3,000 上 
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用した の と 限 

 には 用 と 取 の 2 種 が し，本学で扱われる大多 の は

用 である． 用 の場 ，高圧ガス ら を 用し中 のガスだけを

入している． 用 は，ガスを使い た時10，またはまだ使用中であっても 用 限(

限)を る に， へ しなければならない． 

長 置された による 事故やガス れ事故， などを防止するため，

高圧ガス 器安全管理 では の 品・ 管理を すると に 限を 則 1 年

と定めている． の の 限は 記の方法および事務 理 に確

すること。 

 

限の確 方法  

 では に( ) とマル 業( )が高圧ガスを している。 

 ら 入した場 ， に された 限シールを確 する． 

 化学物 管理システム CRIS クリス に し，「高圧ガス 一 」 ニューより

べる 「 ． ．  化学物 管理システムを用いた 管理」 ． 

 

の による事故・ リ ットの  

長 の 場で 1 本が し， 20 ートル き び が 10 ートル

方にわたって ． くで作業していた 4 が した． は 10 年 上 置さ

れ， などによる で したと られている． 2016 年  

の くで使用・保管中の ら， ガスが しずつ れる事故が

生． を分 したとこ ， の の が しく していたことが分 っ

た． 的に さらされた によるものと られている． 2017 年  

    ． ．  部 の事  

 

． ．  化学物 管理システムを用いた 管理 

 本学では教育研究用に使用する高圧ガス は，化学物 管理システム CRIS クリス

に して管理するよう学 の規則で定められている．  

 

 
10 を 全に にしてはいけない．大気 気 が して 入する れがある． り し使う の

中にガスの品 を なう 分や が入ると， 部の の や ガスの ・ に大きな

を る． 
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． ．  琉球大学の 管理方

・マル 業 ら 入した高圧ガスは，研究基 ーが 品 ー を に高圧ガ

ス の CRIS 作業を 行し，「高圧ガス 管理 」を各研究室に 行している．

管理 が されたら ず に掲 し，また を業 に したら管理 を研究基

ーまで すること．

３．２ お

 高圧ガスは に されたものを使用する． にはガスの出 に圧力 整器 レ

ュレー ー を し，注意深く圧力を制 しながら 1MPa 使用する．したがって，

や圧力 整器の取扱いを ると事故が きる． に， 火や の危険 のある可

ガスや ガスの取扱いには 分注意を要する．

３．２．１ の  

高圧ガスの 圧力は めて高い． 圧 ガスの場 一 的に 14.7 MPa

の の部分には，その 器に されているガスの種 ， 器 ，重 ，最

高 圧力， 有の識 である 器記 ・ 器 有 の 器

有 記 など重要な が などで されている．

はガス種により ． ． のように 分けされている． 各国で なる

圧 ア チレ は分 が高いため， な が用いられる． には多

物が め まれ， ア ト や DMF を ま てある．この にア チ

レ を加圧 して する． ア チレ

器に 圧力が るのを防ぐために， 器 に安全 が いているが，これに を

加 てはならない．また 器 を保 するために，一部の には ッ が し

ている．
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ガスを使用するには圧力 整器を用いて 1 MPa の圧力に げる．

実験室で く使われる圧力 整器には， 器 の圧力を 一次 圧力 と取り出し圧

力を 次 圧力 が 備されている． 次 圧力は圧力 によって設定する． 

． ．  の と ， ル

の と ルの 方  高圧ガス ー ーや 等の 有 ，

器記 ・ 器 ， ガス種 ， 高圧ガス ル 等 ，

限 の

この ， 器 や 器 の年 ，最高 圧力， 器 有 記 などが

されている．

．３．  の 日本の場 および なガスの  

ガ ス 
の

可 不活

圧 ― ― ― 

圧 ― ― ― 

化 ガス ― ― ― 

化ア ニア ― ― 

 化  ― ― 

圧 ア チレ ― ― ― 

その

の

ガス

ア ル ― ― ― 

― ― ― 

  気 ― ― ― 

リ ム ― ― ― 

― ― ― 

― ― ― 

― ― ― 

― ― ― 

L P ガ ス ― ― ― 
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ガ ス  
の  

 可   不活  

一 化   

  

 

 

  ― ― 

化   ―  ― 

一 化   ―  ― 

エ チ レ  ―  ― ― 

 

 

３．２．２ お の使 方法 

器 の は や に行い，急 に を いてはならない． 

器 を く場 は， 器の を じておく． 

器 や圧力 整器の を けるときは，圧力 整器の一次・ 次圧力 の真 に立

たない． 上，急 な圧力 化が きると圧力 が する れがある． 

圧力 整器の には と があり，一 に可 ガスと リ ムでは ，

その は である．またガスの に応じて も なる．ガスの種 や用 に

った圧力 整器を用い， のガス用の 整器を 用しないこと． 

使用後は 器 を確実に じ，またガスの種 によっては器 ， 置を不活 ガスで置

するなど 要な措置をとる． 

ガスは 全に使い らないようにする11． を した後は圧力 整器の に

れがない ， れ 等で する． 

可 ガス， ， 気の 器の保管・使用場 は火気 ． 

や 気は も ． の いた工 や で扱わない． 

作業 後に使用機器等の点 を行う 

10 圧力 整器や の扱い方は， 記の動 も になるので すること． 

 教育委員会教育  ガス 断 置の取扱いと 断 作方法 

  編 https://www.youtube.com/watch?v=d1kApW0QMcw 

  後編 https://www.youtube.com/watch?v=JcqDBmrVn8g 

 

３．２．３ の  

器 を確実に じ，圧力 整器を し， 器 に ッ を ること． 

圧力 整器の取り しは， ル を 全に めた後， 整器 のガスを 出して大気圧

に した後に行うこと． 

重 物であるので， の保 に気をつけること． ，安全 の使用が ましい． 

動には 用の リアを 用すること． 器の 定を確実に行う． 

中に ッ 部に ， 重が らないよう すること． 

器 の は高圧ガスの 出により重大な事故を こすので注意すること． 

  

 
11 を 全に にしてはいけない．大気 気 が して 入する れがある． り し使う の

中にガスの品 を なう 分や が入ると， 部の の や ガスの ・ に大きな

を る． 
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３．２．  ス の 管 

器は や を防止するため， のたまった や に直 さらされるような

の 行しやすい場 に 置しない． 

可 ガス， ， 気の 器の保管・使用場 は火気  

直 日 を け， のよい場 に設置し，ガス れに対して ，中 などの危険が

ないよう十分に 気ができること． 

15 40 の で保管・使用すること． 

器は ル を保 し を防止するとともに， な取扱いをしないようにする． 

器はチェー ・ ック等により ・ 等に 定して，い なる場 にも しないよ

うにすること．2 点 定できる高圧ガス ス を ． にア チレ や 化

ガスは しで使用すると中 の が 出するため，立てて 定し使用する.  

，可 ガス 器の くには自然 火 ， 火 薬品を置 ないこと． 

 

 

   

．３．  ル と圧力 整器の ， な部 の  

 

 

３．１～３．２の  

 スの いには い れている め る場 は安

全 と法 る．（ ス） 

 ス の 的に 使 る 

 ス 管理 学 管理システム の ス の

管 る． 

 ス は安全に 管 使 る．（ に け

る ス ） 

 は しく取り けて使用する． 

 

 

３．３ ス（ ） 

 化ガスには 体 圧における 点 196 ， 体 リ ム 269 ，

体 183 などがある． ，高真 を得るための としてよく使用されるが，

記に すような危険 があるので，その取扱いには と 心の注意が 要である． 

 

は ねじ

です 
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．３．５ 化ガスの危険

化

a) のため， を こす．

b) によっては で される．

c) 体 と有機物の組 は しいい 応を こす．

気化

a) 化ガスは気化すると， ・ 圧で 700 800 の体 になるので，

器中では次第に圧力が上 し， 器の する危険 がある．

また( 化 が)室 で多 に気化すると， 気を置 し 欠

を き こす．

b) を加 ると 的に気化する．

３．３．２ 使 の

本学では研究基 ー 設が 体 と 体 リ ムを しており，その取扱

習会も している。使用する は ずこれを受 しなければならない。

化ガスを扱うときは， 防止のため， 要に応じて 用の を使用し

は ， 上に 置して作業すること．

部には直 れたり， れた で取り扱わないように注意すること． に り

いたら，すぐに大 の で すこと． が どい時は に る．

化ガス 器は，日 が直 しない しのよい場 に置くこと．

中は 器の 等に注意し， 重に行うこと．

体 は のもとで しく し， で 700 のガスになるので， 器に

入れないこと． ず気化ガスの げ を作ること(圧力上 により の危険がある)． 

長時 使用した 体 や して なくなった 体 は， 気中の が され

ている ら，有機物の に使用しないこと． 事故につながる れがある．

体 や 体 リ ムは不活 であるが， された部 で使用すると 欠事故にな

る れがある． 化ガスを扱う部 は 気をよくすること．

３．  ス

現 ，使用している ガスは， ガス ら されているもので， 成 17 年 にこれ

までの，5A ガス(4,500kcal) ら PA 13A ガス(14,800kcal)へと が行われた．それに

ない，ガスの品 が 重ガス(0.76 0.84) ら重 重ガス(1.34)へ された．したがって，

これまでの 5A ガスと取扱いが なるため，その をよく理 して対応する 要がある．ま

た，ガス事業法によって，その が 0.1 で人 が感 できるよう いをつけることが 務

けられている．し し，ガス れに気 くのが れ，火災， を防止するため のよう

な対策を じておくことが 要である．

３． ．１ PA 13A の概要 

ガスの組成及び がこれまで使用していた 5A ガスとは なる．PA 13A の を

に す．

PA 13A の

が 成分であり， 重 1.34 と 気より重い(5A は 0.76 0.84)．
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 CO を まない．( ガスの中には CO を まないため である) 

 が高い(14,800kcal)ので が高い． 

 の 限の 5A より く， 火しやすい． 

 5A ガスより 点が高い．( 化する ) 

PA 13A の仕様を に す． 

 組成 

．３．  PA 13A の 組成 

成  分 mol% 

エ   C2H6 0.25 

 C3H8 59.50 

n  nC4H10 1.29 

i-  iC4H10 0.37 

  N2 30.49 

 O2 8.1 

 100.0 

 

 

 (MCP) 40.90 

 (MJ N 3) 61.954 MJ N 3 

 重 1.34 

 限 (vol%) 3.4 ( 限) 15.4%(上限) 

 理 気 14.4 N 3 N 3 

 圧力 1.0kPa(最 ) 2.5kPa(最高) 

 点 

．３．  ー 圧力と 点  

ー 圧力(kg/cm2) 点 ( ) 

1 35.1 

3 18.0 

5 6.7 

10 12.2 

 

  

(13A) 

．３．   

 WI MCP  

最大  57.8 47  61.945MJ 

最  52.7 35 最  60MJ 
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３． ．２ ス使 の  

 PA 13A ガスは， 気より重いガスのため， い に しやすい． 分 気には注意す

る．ガス機器が 化していたり， 気が不十分な でガスが すると，不 全 となり，

時に有害な CO 一 化 が 生し中 する れがある． 

点火と 化の確 に関しては のことに注意する． 

ガスの種 にあった安全なガス器 や を使用する． 

立 安全 置 き器 や自動ガス 断 置を設置する． 

ガス れ 機を設置し，定 点 を行う． 

ガス ース， の点 と めの取り を行う． 

ガスを使用しないときの を める習 を ける． 

点火， 火の目 確 の習 を ける． 

ガス器 の しい取扱い方法を守る． 

ガス器 のこまめな 入れを行う． 

ガス器 の安全 ， などの可 物 らの十分な に注意する． 
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．工 の安全 について

．１ 工  

．１．１ ル  

リルをしっ りとチ ックに取り けること．

リル が れ回りをしている で作業をしてはならない．

よく れる リルを使用する． れないと， け力が大きくなって リルが れる． 
を に って あけすることは けること．加工物は スで 定する ，テー

ル に 定し り回されないようにすること．

が する作業では保 ガ を けること．

リル回 中に を で わない． の使用は 止する．

や が き まれないように注意すること．

加工物の や， リルの によって適 な回 で作業すること．

．１．２  

チ ック ルの取り れに注意すること

回 しているチ ックおよび加工物には， れないこと． は使用 止．

工作物， 物の取 けは確実に行い， 大な回 や ， りを こと．

長い加工物を するときは， れ止めや し を用いること．

が する の には，保 ガ を けること．

物の取り や， 法 定は工作物の回 中に行ってはならない．

回 部分への き に注意すること 長 ， など ．

は鋭 なので， り ， し に注意すること．

中は，機械 ら れないこと．

．１．３  

中は いアークやガスが 生するので， ず や， 等の保 を使用し，

十分な 気を行うこと．

作業 に， る物 可 ， 火 ， 火 ， の危険物 がない ，確

して作業を行うこと．

アーク は，電気を扱うので感電には十分に注意し， ず アース すること． 
ガス は，可 ， 然 ガスを使用するので， や に注意すること．

後は高 になるので，やけどに注意すること．

．１．   

研 時には，火 や が出るので，保 ガ や防 マスクを けること．

作業 には， に れや がない 確 するとともに，1 分 上の を行う

こと．

を する場 は， 教育を受 したものが行うこと．また長 使用していな
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った時は， を行うこと．

が した場 に重大な事故となるため， の回 に立って作業しないこと． 
回 中の に を出さない． さい工作物を加工する場 には， などで工作物を

保 すること．

の を用いないこと．

理な研 ・ 断は が するので，注意すること．

加工後の工作物は高 になるため，加工 を直 に で れず，十分 さ ること． 

．１．５ 記録  

作業をする時には，各機械および器 ごとの作業 点 を行い，記 に記入する．

機械等は，定 的に ・ 品の点 ・ を行う．

を要する工作機械は，定 的に ・ 整を行う．

不 や不 を した場 は，作業を中止し直 に， ・ 理を行う．

不 ・不 ， 理・改 は，記 に記入する．

記 は，3 年 保 する．

．２ 連

作

① ークリ ト 習を した が業務を行うこと．

② 使用の制限 重等を た使用の 止 を守ること．

③ 点 その日の作業を 始する を行うこと．

④ の制限 への の 止 を守ること．

⑤ の へ立 入らないこと．

⑥ の 載 重が生じない 載， れ は の の防止 を守ること．

⑦ 置 ら れる場 の措置を すること．

⑧ たる用 の使用制限 の り上げ，労働 の 等の 止 を守ること．

⑨ の防止 ークリ ト はその と労働 を ること．

⑩ と の を すること．

⑪ 保 ル ット等 を 用すること．

記 等関係

① 定 自 年を ない ごとに 回 を行うこと．

② 定 自 を ない ごとに 回 を行うこと．

③ 定 自 記 年 保 を保 すること．

．３ 連

作

① 有 り上げ 重が 上のクレー についてはクレー を受け

た ， 上 作式クレー の の業務については 上 作式クレー 習

が業務を行うこと．

② 安全 置は に な に しておくこと．
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③ 定 重を るつり をつらないこと． 
④ の を すること． 
⑤ の制限 労働 の ， は り上げの 止 を守ること． 
⑥ り上げられている の へ立 入らないこと． 
⑦ 危険な は 止すること． 
⑧ を ったままで 置 ら しないこと． 
⑨ 作業 始 の点 を行うこと． 
⑩ 保 ル ット等 を 用すること． 

記 等関係 

① 設置届けを 出すること． 
② 成 を受けること． 
③ クレー の を確 すること． 
④ 設置 0.5 上 未 のクレー を 出すること． 
⑤ を備 けておくこと． 
⑥ 定 自 年次 を行うこと． 
⑦ 法定の を行うこと． 

 
．   

作 
① クレー の け業務 り上げ 重 上 は， け 習を してい

ること． 
② クレー の け業務 り上げ 重 未 は， け 教育 習を し

ていること． 
③ 不適 な ー を使用しないこと． 
④ 不適 な りチェー を使用しないこと． 
⑤ 不適 な ック，シ ックルを使用しないこと． 
⑥ 不適 な ー 等を使用しないこと． 
⑦ 作業 始 の点 を行うこと． 
⑧ 保 ル ット等 を 用すること． 

用 の安全係  
① け用 ー ー の安全係 を守ること． 
② け用 りチェー の安全係 を守ること． 
③ け用 ック，シ ックルの安全係 を守ること． 

． ．１ 用 の安全係 厚生労働省編「 作業 携」より  
ー ー   上 

チェー  
 

 上 一定の要 を たすもの は 
 上 

ック，シ ックル  上 
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５． ル  

 
 ス での実験・実習・ は多 にわたっており， 実験と して活動 ，

活動時 もま ま である．したがって安全確保のために 要な注意事項や，不 事 に対す

る対応策も多 にわたる． 
 ここでは 実験・実習・ 時の安全確保のために一 的に注意すべき事項について述べ

る． 実験・実習・ 時の安全確保を 体的に実行するため， 記に す一 的注意事項

や安全 トの ならず，実験・実習・ の は各自の研究・ 方法の実 に し

た 体的な対応マニュアルを作成することが 要である． 
 
５．１ 者お 者の  

 が直 活動に 加しない場 や 要と 定される場 には を設け， と

力して 活動の安全を確保する． 
 実 全員の安全衛生および事故防止に を うことを自 する． 
 ・ ・ など や気象 等に応じて注意点やその対応方法は なるため，事

を行い，活動を行う ール の や危険 等について しておく． 
 実 の安全を第一に た的確な 断を行うために，気象や ール の について

に を行い，実 の健康 に気を る． 
 
５．２ 者の  

 および の に って活動を行う． 
 活動の目的， の を理 し，自ら安全確保に努める． 
 実 自 でも活動 や ール について学習する． 
 に に気を り， の実 の安全を確保するように努める． 
 体 管理に努め， して 理をしない． 

 
５．３ と  

 活動は気象や ール の に大きく を受けるため，活動 定日時の気象

や ール の事 を基に， や時 人員等に十分 を った を策定する． 
 や ， の など自然災害に することを 定して対応出 るように ・

日時を 定すること．事 を行い の や ，災害時の 出ルートなどを

・ する． 
 ール での活動に対して関係機関の 可・ の 出等が 要 確 する． 
 初心 の で 活動を実 するのは危険である． ず 験 を 行さ る． 
 急時の と ，実 の注意点などを 確にする． 
 定される事故や災害等への対応方法を実 に し，事 に を行う． 
 策定には実 に活動を行う実 の を さ る． 
 重機 用や 活動を行う場 には 取得が 要となる．活動に 取得が 要

事 に確 し， 要であれば 実 に に取得さ る． 
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ール に応じた適 な 備を 備する．

識や 備の使用方法については 験 に 力を め，実 に十分 得さ る．

実 を保険に加入さ ること． ール や活動 によって の保険の対象 であ

る場 も多いため，適 な保険を つける．

活動時には保険や健康保険 ，活動に 要となる などの しを全員に さ る． 
実 には携 電 やト シー ーなど 機器を さ る． や は 急

時に備 て 線や衛 電 など の を用意する．

最 限の 急用 を する．

５．  の

1 の

実 日やその 日に のような事実が した場 は の ・中止を する．

および は ー ットや ，テレ など ら気象に関する を活動

ら 時 し，その 活動 中の 不 が される場 ．

体 が れない実 は 加さ ないこと．人員の による活動への が大きいと

される場 ．

実験器 や 備を確 し，不備が つ った場 ．

2 の

や 等は や などにより りやすく， や の危険がある．また や

では ， 等に注意しなければならない． 験 に し，安全な 備を整 ること．

や 等に備 て最 限 ル ットは 備する．

では や 等が 出 ず， や の危険がある．安全確 を十分に行って

ら活動する．

や 物等の では く， によ めく， 場が れる等により の危険がある．

安全 ルト等により安全を確保していない場 は 対に ない．

3 お の

活動中も や携 電 等を 備して気象や自然災害に関する に努める

こと． で 活動を行う場 は 的な 等による 然の ・ に注意しなけ

ればならない． の 化や 上 の に に気を り， ら 出するルー

トを確保しておく．

物や ， では や などによる や 物， 災害の可 が さ

れる． や に した場 はすぐに現場を れ，安全な場 に 動すること．

に した場 には安全な場 に 動するとともに， の 生について を

行うこと． の が される場 は が十分に高い場 に急いで すること．

日頃 ら電 に設置されている や ， ル等の 識を日頃

ら意識・確 しておく．

を感じなくても が 生している可 があるため， くで活動する場

は や携 電 等により に を行う．
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 ・ 時に を行う場 には規模や 等の を に すること．

では 物による人 害を防止するため， ル ット等の防 を に 用する． 
 を した場 や の危険がある場 は， を 体 ら し， い ですぐ

に や に する． の直 は の危険が高いため 対に しない． 
 
 4 の  

活動 定の ール に生 する危険・有害な動 物について事 に し，その生

や対処方法等を実 全員に する． の トを して や ク 等の有 生

物による 害に備 る． 
 
 
国 省 の防災  
http://www.river.go.jp/ 
 

 防災  ザー マッ など 
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/kaibo/index.html 
 

 等に係るガ について 
http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/bosai/25820.html 
 
 

衛生環境研究  TEL 098-946-6710  
http://www.eikanken-okinawa.jp/ 
 

， ク 等 
薬務 対策  TEL 098-866-2215 FAX 098-866-2241 

http://www.pref.okinawa.jp/site/fukushi/yakumu/index.html 
 
 

－35－



． 学 の使 と管理 

．１ はじめに～ 学 管理の 要 ～ 

実験室では研究 行のため種々の化学物 が使用される．これらの化学物 は 火， 火，

の危険物であったり，あるいは 物・ 物であったり，また の危険 ・有害 を

ね ているものの多 られている．適 な保管・管理や使用に して注意を ると，火災

，中 ，火 ， 等を き こすこと ら，大学における化学物 の取扱いは，入

ら に るまで 法 により しく規制されている． 

 

 
． ．１ 化学物 の危険 ・有害  

 

ここでは，化学物 管理や取扱いのルールとともに化学物 の保管や取扱い，保 や

気 置に関する注意を述べる． 

 

化学物 は，取扱い 研究室 の において化学物 安全 ー シート SDS :Safty 

Data Sheet を として薬品の を し使用するとともに，安全に保管・管理し，

使用後は，訂 な処理を行う． 

  危険で有害な物 は，その ， に火災， ，中 の危険 を して取り扱わねば

ならない． 

  危険物 は直 日 を け， に し， 種物 を しないようにし，火気や

ら する． 

  有 薬品及びこれを 物の処理は， や大気 をおこさないように

する． 

化学物 の を ま ，作業 が健康を なうことなく，また事故のないよう対策を

じた上で使用する． 

  危険物を使用するときはできるだけ で行い，また未 の物 については 備 験を

する 要がある． 

  危険な物 を使用する に災害の防 を ， 全の 備をする．火災や の

れがある時は 火器の 備，防 マスク， 保 ，また中 の れのある時は ム

，防 マスク，防 等を ける． 
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物， 物，危険物その 法規制薬品については，法で定められた管理を すること．

多 の危険物 を するときは，法 によって 定の に して し，また

物， 物は薬品 に して保管すること． 

取扱い 研究室 の 化学物 取扱 は，自らが安全管理を する

ことはも ん，研究室全体に対し安全管理の を り，適 な管理がなされる

ように努めること． に危険な薬品の や にあったときは事 ・事故の こる

れがあるので化学物 取扱 びに部 長 化学物 管理 に届け出ること．

．２ 学の 学 管理  

．２．１ 学 学 管理  

 琉球大学では，化学物 ・高圧ガスの管理体制やルール， きなどを規定した「琉球大学

化学物 管理規 」が定められている ． ． ．国や ， による法律・ ，そ

して化学物 管理規 で定めたルールはマニュアルの各 に記載しているため，使用 に ず

すること．また使用・管理に たり安全 や法規制の など 断に ったことがあ

れば 記の まで すること． 

． ．２ 琉球大学における化学物 管理体制 
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．２．２ てお 法 と  

防法 

火災や を こす「危険物」は， 防法で保管 ・場 ・取扱い方法が規制されている．

危険物の 分と工学 研究 に機械，電気電子， ， 工学の分 でよく使

用される物 の を ． ． に した．各 分の は ． ． を ． 

 

． ．１ 工学部でよく使用される危険物の  

危険物の 分 物 の  

第 1  化 体 ク ム ， ， 

第 2  可 体 ， 火 体 

第 3  自然 火 物 及び 物  化リチ ムアル ニ ム 

第 4  火 体 火物 エチルエーテル 

第 1 体 ガ リ ，トルエ ， エチル，  

第 1 体 ア トニトリル，ア ト ，テト  

アル ール  エ ール，2- ール 

第 2 体 ， ， シレ ，  

第 2 体  

第 3 体 重 ，クレ ート 

第 3 体 リ リ ，エチレ リ ール 

第 4  ー ，シリ ー ，  

動 物  生  

第 5  自 応 物  クリ 2,4,6 トリニト ェ ール  

第 6  化 体 ， 化 ，  

 

物及び 物取 法 法  

 実験で使用する とんどすべての化学物 は一定の を っている．その中でも や

が高く でも しく 体を害する化学物 は，「 物」または「 物」として 法によ

り しく規制されている．使用に たっては目や ， 器へのばく を防ぐことはも

んのこと， 保管や使用 の記 など 重に管理しなければならない．安全上の ト

は本 の後 で しく する． 

 

． ．２ 工学部でよく使用される 物・ 物の  

  物 の  

物 LD50が めて い 

成人 の場 およそ 3 g  

， ッ化 ，ア 化 トリ ム 

物 LD50が く， ・

が高い 

， ， ， 化 トリ ム， 化 リ

ム， 化 ， 化ク ム(IV)( ク ム)，ア ト

ニトリル，ク ルム，トルエ ， シレ  
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労働安全衛生法 安衛法  

  労働災害防止と安全・健康の確保のため，この法律でも危険 ・有害 の化学物 の取扱

いが規制されている． に 年は健康障害防止に関する化学物 の規制が 的に 化さ

れている．リスクア ス トの実 と 気 置や保 を活用して有 物 のばく

を防止することが重要である．有機 と 定化学物 の安全上の トは に重要

なので，本 の後 で しく する． 

 

． ．３ 安衛法による危険物及び有害物に関する規制の  

等 止物  有 ムのり， ， 有物等 10 物  

可対象物  ク ，PCB， - チルア 等 7 物  

・SDS 務物

 

GHS に った危険 ・有害 の ，SDS ，リスクア ス

ト実 についてそれ れ 務 安衛法 行 第  

有害 の の  規・ 化学物 の有害 と健康障害 

化学物 に関する 

安全管理 

アル ル 中 ，有機 中 ， 中 ， 定化学物 障害，

欠 など， じん障害， 障害 

 

化学物 出 管理 法 化管法， 法  

  化学物 を使用する工場などの事業 ら 出される化学物 がどれ ど工場 や環境

に 出された を することにより，事業 による化学物 の自 的な管理の改 を

し，環境保全上の 障を未然に防止することを目的に制定された．大学や研究 もこの

法律に する．琉球大学では化学物 管理システム CRIS にて 物 の ・管理を

行っているので，研究室で化学物 を入 ・使用・ した時は， ず CRIS で 管理

すること． 

 

防止法・ 法 

  実験室 らの は環境 の防止のため 防止法と 法により規制されて

いる．実験室 ら出た を や に すると や を さ るだけでなく法

律により しく られるため，研究基 ーへ 処理を して安全に する

こと． 

 

火薬 取 法 

  火薬 の ， ， ， ， ，その 取扱いの規制は火薬 取 法で規制され

ている．火薬 を扱う実験を する は，火薬 取 法第 2 の定 を のう 要

な 可 や安全対策を行うこと． 

  

高圧ガス保安法 

  高圧ガスは高圧ガス保安法により規制されている． に高い圧力 ば大気圧の 150

で高圧ガス 器 に 入されており， の やガスの いにより重

大な事故を き こす れがある． は第 3 を ． 
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．２．３ 学 管理システム CRIS い 学 管理

化学物 管理システム CRIS とは

化学物 は様々な法律に基 き規制され，保管場 や ， びに入 ・使用・ の規制

など，これら法律の を全体的に するのは に しい．法律に基 いて「い

つ・どこで・ が・ を・ の目的」で化学物 を保管・使用しているの ，一 の管理

を するため，本学では化学物 管理システム CRIS クリス を 入している．化学

物 を取扱い・管理する教職員は研究室・ ルー で ID 研究室管理 ID を取得

し，化学物 を 管理することが「琉球大学化学物 管理規 」で定められている．

って ID の取得や化学物 の ，使用記 などの れがないよう， しく使用すること． 

化学物 管理システム CRIS ー 学 用  

https://yakuhin.lab.u-ryukyu.ac.jp/cris_v2_0/login.aspx 

CRIS は学 LAN で された PC であれば，Web ザを して 用可 

CRIS の 管理対象

化学物 管理システムへ が 務 けられている物 は ． ． に す．

． ．３ CRIS 対象の化学物 定

工学部においては， ， ， ・ などの CRIS 管理は研究室の

化学物 取扱 に一 している．し しこれら物 が一定の危険 ・有害 を

有していることは わりないので， や安全 を く して管理すること．

なお，高圧ガス も CRIS の 管理対象となっている． しくは第 3 の「 ． ．

 化学物 管理システムを用いた高圧ガス の管理」を ． 

CRIS の 用 始 き

化学物 を取扱う は CRIS の ID を取得してシステムを 用しなければならない．CRIS

の ID は 2 種 し，それ れ入 方法が なるので注意する．

研究室管理 ID

研究室管理 とは研究室等で CRIS の 用・管理を行うシステム 人のこと．研究室の

教職員の中 ら 1 出する．
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一 ーザー  

研究室管理 の CRIS 用 を一 ーザーといい，学生，研究員，研究室管理

の教職員はこの ID を使用する．一 ーザーID は研究室管理 ら直 行できる． 

 

． ．  CRIS ID 取得の れ 

 

機関 ら して本学で今後化学物 を使用した研究を 定している場  

ず 記の きを行なうこと． 

 工学部長 ら「化学物 取扱 」の を受けること．  

 CRIS の研究室管理 ID を取得すること． 

CRIS 研究室管理  ID き: http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=591 

の研究室に した場  

研究室が研究室管理 ID を取得している 確 する．未取得の場 は 教職員の

中 ら を めて取得の きを行う． 

取得 の場 は，研究室管理 の子 ID 一 ーザーID を 行してもらう． 

 の 機関等 ら本学に実験用の 薬 ，高圧ガスを ときは，法規制の

を確 すること．一部の物 は 可での使用が 止されているため， に

ず工学部事務または研究基 ーまで すること． 

物や 物 など に危険 ・有害 の高い物 を扱う実験は，研究室で各自作業

マニュアル ，SOP を作ることが ましい． 

 

CRIS の な機 と 作マニュアル 

  CRIS の な機 は 記のとおりとなる． 体的な 作方法は研究基 ー ーム

ー に Step-by-Step マニュアルを多 掲載しているため， 要に応じて すること． 

 

化学物 を CRIS に する 入  ． ．  

http://w3.u-ryukyu.ac.jp/yakuhin/gakunaidocs/manual/kantanguide2.pdf 

 

化学物 の使用 を記 する 出  ． ．  

http://w3.u-ryukyu.ac.jp/yakuhin/gakunaidocs/manual/kantanguide5.pdf 

 

高圧ガス 一  ． ．  

http://w3.u-ryukyu.ac.jp/yakuhin/gakunaidocs/manual/kantanguide7.pdf 

その CRIS マニュアルは研究基 ー ーム ー  

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=668 
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． ．５ CRIS の な機  

 

．３ 学 の と  

．３．１  

GHS とシ ルマーク 

「化学品の分 及び に関する システム」 The Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals GHS は 2003 年 7 に国 として さ

れたもので，2015 年に最 版が出版された． 

GHS は化学品の危険有害 を 的に 一された一定の基 に って分 し， GHS

シ ルマーク 等を用いて分 りやすく し，その を ルや SDS Safety Data 

Sheet 安全 ー シート に さ ，災害防止及び人の健康や環境の保 に 立てよう

とするものである．GHS シ ルマークの概要を ． ． に した． 
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． ．  GHS シ ルマークの概要

GHS は日本工業規 としても定められており， 年 された 薬や化学 品のう 一定

の危険有害 が ら な物 は，法律上 が 務 けられている JIS Z 7252「GHS に基

く化学物 等の分 方法」． って， 薬 ルのシ ルマークを確 するだけで危険有

害 や 要な対策の概要を することができる．研究室にある な 薬 は各自シ ルマ

ークの概要を確 すること．なお い 薬は GHS シ ルマークの適用がなされていないた

め，後述の SDS などで べること． 

． ．  薬 ルの 本と GHS シ ルマーク
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SDS 

SDS とは 

SDS とは，「化学物 安全 ー シート Safety Data Sheet 」のことで， つては MSDS

と ばれていた．人及び環境に対する有害 や 火・ 生などの ，取扱上の注意，

防止， 急時の措置， 上の注意などに関する が記載された となっている． 

有害 ・危険 が ら な化学 品を ・ ・ 入する に対して作成・ が法律で

務 けられている1． って実験室で く扱われる有害 ・危険 の高い化学物 は 確

実に SDS があると ，取扱いの に SDS を入 し目を すこと．  

 

 

． ．  SDS の概要と ト 

 

SDS の入 方法 

SDS は，多くの ー ーにて ーム ー 上で 的に されている． ーム ー 上に

されていないものは， ・ 品業 に すれば入 することができる． 物 の SDS

は ー ーごとで の いは多くないが， 物については ず各 ー ー作成のものを

入 し すること．  

 

                                                   

1  体的には 物及び 物 物及び 物取 法 ， ・ 務物 労働安全衛

生法第 57 の 2 に するもの ，PRTR 定化学物 化学物 管理 法，化管法 に

するもの 
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[1] ・ 業 の ーム ー ら入 おすすめ  

リ ク URL http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=708 

[2] 日本 薬 会 ーム ー ら入  

URL http://www.j-shiyaku.or.jp/Sds 

[3] 薬品 入業 を して直 入  

[4] エ で直 して入  

[5] 一物 の厚生労働省 SDS ルを  

・ 業 けの  

URL  http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_LST2.aspx 

 

リスクア ス ト 

 化学物 による健康上，または火災 のリスクは，その物 の だけでなく実験 使

用 ，時 ，使用環境 ，保 の有 などに大きく作用される ． ． ． 

労働安全衛生法が改 され，化学物 を取扱う の「リスクア ス ト」が 務化され，

本学でも実 方 が定められた．その きを ． ． に した．初めて扱う化学物

は， 述の SDS で危険 ・有害 を したの ，リスクア ス ト ールを用いて

リスクの を したの ，適 な対策を実 すること． 

 

するリスクア ス ト ール  

大学工学部 部作成・  

http://roukan2.ad.u-fukui.ac.jp/risk_assessment_new/RA_system.php?type=site0 

中 労働災害防止会の 法に した ール 

 

その 使用方法などは研究基 ー ーム ー すること． 
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． ．１  リスクア ス トの 方と概要 

． ．  

健康障害のリスクの 方 
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． ．１１ リスクア ス ト ールの 大学工学部 部作成  

 

その 有用な ー ース 

 環境省 化学物 システム http://www.chemicoco.go.jp/ おすすめ  

化学物 の を に， できる ー ースに掲載されている に直 リ ク

する，化学物 の を する ト．「化学物 の の記 が 」，あるいは「

を部分的にし てない」という場 でも，化学物 の 的な 識がなくても

できる． 

 品 基 機 NITE 化学物 システム 

http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop 

 国立 薬品 品衛生研究  http://www.nihs.go.jp/ICSC/  

1700 物 の国 化学物 安全 ー の日本 版が 載されており，定 的に 加

される． 

 

．３．２ る  

入 における法規制 

  大学において化学物 は基本的に教育・研究目的での 使用が 可されており， に危険

・有害 の高いものは入 や保管は法律で しく規制されている． 要 上に化学物

を大 に 入・保管しないことを に心がける． 

 

CRIS 入  

  薬品を入 したらただ に CRIS に CRIS では「入 」と すること． 作方

法や のルールは研究基 ーHP 掲載のマニュアルを のこと． 
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． ．１２ 入 の れ 

 

安全上の ト 

x 危険な化学物 危険物，有機 ， 定化学物 ， 物， 物など は， 可された

場 ，教育・研究目的 で使用してはいけない． な注意を って取扱うこ

と． 

x ，可 ， など に危険 の高い物 は，実験の の ら 物

について十分 し，危険 の高い物 の使用を ける努力をする． 

x 要 上に多 の化学物 を 入，または保管しないこと． 

x 研究室で使用する全ての実験用 薬は基本的に化学物 管理システム CRIS で 管

理しなくてはいけない． 

x GHS 対応 ルを ことで に化学物 の有害 ・危険 を ることができる． 

x 使用する化学物 の SDS の ルを実験室に 備して置き，取り扱い方法，応急処

置方法を日頃 ら しておくこと． 

．  学 の 管 

． ．１ 全 的  

 保管場 に関する注意は のとおり． 

 化学物 の 薬の ・ を防止のため，実験室はこまめに を ける．そして は

研究室で められたルールを守り管理する． 

 が けられた保管場 の 薬は， に「 」 する． に 物保管 ・危

険物  

 薬品を保管した に 物保管 止． 

保管 器に関する注意は のとおりとする． 

 用の 器に， 薬を入れて保 しない． に 物・ 物を 物の 器に保管する

ことは 法で 止されている． 

 成， 分け， した 薬， は ず ルを る． ルが がれていない ，

化して にくくなっていない 定 的にチェックする． 

 い という時のために，保管場 の の 防止対策も 次 める ． ． ． 
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，ガ ス ， 防止 ーで ・ 防止

仕 り ・トレーで分 し， い時の や を防止

． ．１３ 防止対策 

． ．２ 要 の 管方法 

物・ 物は「 物及び 物取 法」，危険物は「 防法」で，それ れ保管方法が定められ

ているため， の方法で保管すること．  

物

「 薬用 物」の のある， で 可 な場 に保管する．この時，一

薬と分けて保管すること．

CRIS にて 管理し，使用後は使用 ， を記入する． しくは ． ．

物

「 薬用 物」の のある， で 可 な場 に保管し ガ ス の

ットは不適 ，一 薬と さ てはならない．

使用上， 器等へ 分けした場 は，その 器にも「 薬用 物」の を

し， 様の保管をすること．

CRIS にて 管理し，使用後は使用 ， を記入する． しくは ． ．

． ．１  物の管理の ト 
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危険物

防法における危険物の分 と ・取扱法について ． ． に す．

． ．  防法における危険物の分 と ・取扱法 

 

分

 
品目   

定

 
する  取扱法 

第

一

 

化

体 

機 化物

マ ガ

重ク ム

その で定

めるもの

各 に掲げる

もののいずれ

を 有するもの

第一種 化

体 
50kg 

・ い 化力を つ

・ 加 ， ， 等

で分 し を

出する

・ があるもの

があり， や に

し こ

・ に けその に

するものがあ

る

・ と さ

ない

・ 可 物とともの

や 載はし

ない

・ 加 ， ，

を ける

・ 器の によ

る 出を ける

・ 直 日 を

け， のよい

に保 す

る

・ のものは

分 気 ら

ける

第 種 化

体 
300kg 

第 種 化

体 
1,000k

g 

第

 

可

体 

化りん

りん 100kg 

・ 気中で 々に

化する

・ 化時に し，

自然 火すること

がある

・ 的 で 火

しやすい

・ すると

が い

・ には けない

・ 化 ， 気と

の を ける

・ 第一 危険物と

の 載を ける

・ や火 等の高

体との を

ける

・ を

ける

・ ， は

と さ な

い

500kg 

マ シ ム

その で定

めるもの

第一種可

体 
100kg 

各 に掲げる

もののいずれ

を 有するもの

第 種可

体 
500kg 

火 体 1000kg 

第

 

自

然

火

物

及

び

物

 

リ ム

トリ ム

アル ルアル

ニ ム

アル ルリチ

ム

10kg 

・ と しく 応し

て する

・ と 応して可

の気体を 生す

る

・ 気との で自

然 火するものが

ある

・ 物 は

分， 気との

を ける

・ 自然 火 物

は， ，火 ，

気を ける

・ アル 等の不

活 ガスを 入

して する

・ 保 中で保

する は保

ら 出しない

ようにする

・ 分けにして保

する

りん 20kg 

ア ル リ

リ ム及び

トリ ムを

く 及びアル

リ

有機 化 物

アル ルアル

ニ ム及びア

ル ルリチ ム

を く

第一種自然

火 物 及び

物  

10kg 

2 危険物の分 は 確 験の により められるため 確な は各 品の SDS で確 すること。 
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分

 
品目   

定

 
する  取扱法 

 の 化物 

 のリ 化物 

 ルシ ムまた

はアル ニ ム

の 化物 

第 種自然

火 物 及び

物  

50kg 

第

き 

  その で定

めるもの 

 各 に掲げる

ものの れ を

有するもの 

第 種自然

火 物 及び

物  

300kg 

  

第

 

火

体 

 火物  50L 

・ すべて 体である 

・ めて 火し い 

・ より く， に

けない物が多い 

・ 気は 気より重

い 

・ 気の が

く， 気との

で ， を

こす 

・ 電気の不 体の

ため 電気がたま

り く， 電気に

よる 火を こす 

・ 火気  

・ 火点より い

に保 

・ をよく

する 

・ 第一 ，第

の危険物 ら

す 

・ 部への 出防

止策を じる 

・ 気を 部へも

らさない 

・ しい や

い を けて

電気を防止す

る 

・ による

器 を ける

ため， 器は

にしない 

 第一  
体

体 
200L 

400L 

 アル ール   400L 

 第  
体

体 
1000L 

2000L 

 第  
体

体 
2000L 

4000L 

 第   6000L 

 動 物   10000L 

第

 

自

応

物

 

 有機 化物 

 エステル  

 ニト 化 物 

 ニト 化 物 

 ア 化 物 

 ア 化 物 

第一種自

応 物  
10kg 

・ 加 ， ， に

より しく す

る 

・ に 火する 

・ が めて

い 

・ 長 化される

と 分 し自然

火する 

・ を 有してい

るものがある 

・ 加 ， ，

を ける 

・ 可 物 ら す 

・ の薬品と

さ ない 

・ に保 す

る 

・ 室 ， 気，

に注意する 

・ 器が しな

いようにする 

 の

体 

 シルア

 

 シルア

 

 その の で

定めるもの 

 各 に掲げる

もののいずれ

を 有するもの 

第 種自

応 物  

 

100kg 

第

 

化

体 

  

 化  

  

 その の で

定めるもの 

 

300kg 

・ 体で い 化力

を つ 

・ 可 物に する

と 火さ る 

・ と すると

・ の可 物，

ら す 

・ にはガ ス

りの 器を用

いる 

－51－



 

分

 
品目   

定

 
する  取扱法 

 に掲げるも

ののいずれ を

有するもの 

する 

・ と しく 応

する 

・ 人体に さ

ない 

・ 取扱には保

を使用する 

・ 分や 気に注

意する 

 

 研究室ごとに， 防法で定められた 定 を 0.2 未 により規制 とし

なければならない． 定 とその 方法については項 に記す  

 が なる危険物を 一 する場 はその の組 わ により危険が すこと

があること ら， 防法では ． ． の のついた 一 ・ 載は 止され

ている．それらの危険物を 一薬品保管 の 一 での は けること． 

 

． ．５ の なる危険物の 一 ・ 載の 止関係 

危険物の 

種  
第一  第  第  第  第  第  

第一        

第        

第        

第        

第        

第        

 

定 と 定 の 及び 定 の の 方法 

防法第 9 の 3 に，危険物を勘案して で定める と規定されている 体的な危

険物の分 と 定 は ． ． ．危険物の保管 は，保管 をその危険物の

定 で した“ 定 の ”で取り扱う．それ れの危険物の 定 の が を

る保管をするときは 則として 可が 要となる 防法第 10 第 16 の 9 ．危険

物の 定 の が 未 の時は各 の火災 防 に 上の基 が定められて

いる． の場 は 0.2 未 のときは届出なく できる． 

一の場 で 種 の危険物を ・取り扱う場 ，その危険物の を 定 で した

が 定 の である． 

定
定 の  

一場 で の危険物を ・取り扱う場 はそれ れの危険物ごとの 定 の

を し，その の がその場 での 定 の である． 

・・・・
の 定

の

の 定

の
定 の

B
B

A
A
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エ ール 40 L の 定 は 40 L/400 L 0.1 第 アル ール に

有機 ・ 定化学物

目や ， 器， 器などへの健康障害の れがある有機 や 定化学物 の取扱いや

管理の トを ． ． にまとめた． 

． ．  有機 ・ 定化学物 の取扱い・管理の ト 

分  掲 すべき  

体 は ． ．  

気 置等の

使用 務 

第 1 種 

有機

要  

 

人体に及 す作用 

取扱上の注意事項 

中 生時の応急処置 

則使用 

第 2 種 

有機

要  

 

人体に及 す作用 

取扱上の注意事項 

中 生時の応急処置 

則使用 

第 3 種 

有機

要  

 

人体に及 す作用 

取扱上の注意事項 

中 生時の応急処置 

なし 

第 1  

定化学物

要  

定なし  

関係 立 入り 止 

・喫煙の 止 

管理物 においては， ，人

体に及 す作用，取扱上の注意，使用

すべき保 を掲  

則使用 

第 2  

定化学物

一部について

要  

定なし  

関係 立 入り 止 

・喫煙の 止 

管理物 においては， ，人

体に及 す作用，取扱上の注意，使用

すべき保 を掲  

則使用 

第 3  

定化学物

ェ ールの

要  

定なし  

なし なし 

安全上の ト

x 実験室はこまめに を ける．

x が けられた保管場 の化学物 は， に する．

x 化学物 を保管した に 物は保管 止とする．また 物用に 器に化学物

を し て保管することは 止である．

x 化学物 の入った 器に ず ルを る．また った ルが がれていない 定
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的に確 する． 

x 保管 の 防止対策を行う． 

x 物・ 物は できる な保管 に保管する．CRIS で 管理し，使用のその

使用 を入力する． 

x 危険物の保管は，実験室あたりの 定 が 0.2 を ないようにすること． 

 

 

．５ 学 の使 の  

．５．１ 使 場 の安全管理 

止 

 化学物 を取り扱う実験室では 及び喫煙 止． に有機 ， 定化学物 の場 は法

律上 止されている．化学物 を扱わない 定のス ースで ・喫煙すること．実験室に

している化学物 は， べ物・ 物に に され， 的に 取されてしまう． 

 止の掲 ス ーは研究基 ーで している． は 記を ． 

  化学物 関係 物 http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=1200 

 

注意事項等の掲  

定化学物 を取り扱う作業場及び有機 を扱う作業場の入り アには ． ．

の掲 を行うこと． 

また，有機 を扱う作業場には， ． ． の の有機 を使用する の注事項

等の掲 をすること． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

． ．１５ 定化学物 取扱室入 の掲  
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．５．２ の使  

化学物 を扱う実験室では，入室 ら 室まで保 Personal Protecting Group を に

け，使用する化学物 やもらい事故 ら自分の を守ること．大学の実験室は のス ー

スでもあり， り わ の人 は基本的に自分の らない化学物 を扱っているものと る

べきである． 

・保 1 保 ガ  

 実験室に入っている は保 ガ で目をしっ り保 する． 人が こした事故で薬

品， くず，ガ ス が目に入る場 がある． 

目は最も つきやすい重要な器 であり， 物・ 物などの有害物が目に入ることで

に され，体 に取り まれる． にアル リは最 の れがある． 

・保 2  

実験室に入っている は を 用する． の 用は実験 自 の を守るため，そ

して に 用した薬品を実験室 に出さない目的がある．また ・ 薬品 の

でできた長 ・長 の作業 は， の わりになる． 

・保 3 出が なく りにくい  

 出が なく りにくい スニー ーなど は， にこ れた薬品やガ ス ら

を守ることできる． に 物を こ れた が に る事故が学 で に

きたので十分注意する． 

使  

１． の に  

要  

(1) (2)け (3)め い (4) (5)  

２． の  

(1) れ 使 い のには る と． 

(2) の に 要の る の 場 い と． 

(3) る け い の の ける と． 

(4) る け に れ い に る と． 

３． 生 と の  

(1) に 者 に の い場 に に衛生管理者 の の

衛生管理 る の 連 る と． 

(2) に 者 に る け の に

める と． 

(3) に 者 ている場 は の 報 と． 

(4) に 者の 場 い場 は に に て

生 と． 

． ．１  有機 等使用注意事項の掲  
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・保 4 

使用上の注意を く守り， 要応じて を 用する．

使用する に 薬品 を く確 すること． 記

使い て の上に薬品が った場 は，ただ に を いで をよく う

こと． 使い て は薬品の を る ら る ことができる，有機

や一部の薬品は を く する． をしている らと って薬品で

れた器 に れたり， やアル リの に直 を入れる行 はやめる．

・その

の長い人は，実験中 にならないように を ねること．

保 定のための ル ックス

十文 学 子大学・ 中 教 の研究室の ーム ー

http://www.jumonji-u.ac.jp/shokuei/stanaka/top.html 

．５．３  

を る有機 を取り扱う作業場には， 気 置 トチ ー，

ューム ー を設置し， の高い有機 などを使用する は ず トチ

ー で作業を行うこと．使用方法は ． ． を ． 

． ．１  トチ ーの使い方 

有機 等の は有機 等の 分に応じて 有機 中 防規則第 ，第

に定められている．その は ． ． に す 式で れる． 
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． ．  有機 等の の 式 

する有機 の 分 有機 の  

第 種有機 等 AW u 
15
1

第 種有機 等 AW u 
5
2

第 種有機 等 AW u 
2
3

W 作業 1 時 たりの有機 の等の  

A 作業場の気 ら 4m を る高さにある を く． 3 ．ただし気 が 150 

m3を る場 は 150 m3とする． 

．５．  CRIS に る使 の管理 

安全上の理 ら使用 の記 が 務 けられている化学物 が多 している． 物

及び 物， 定 物は教育研究目的 の使用が 止され， 防止 務が られている．

そのため 物， 物等を使用した は，使用のその CRIS に使用 を記 しなければな

らない． 記に概要を記載する．CRIS の 作方法は研究基 ーHP 掲載のマニュアル

を すること．また CRIS 上の と現物が一 する ，定 的な しを する． 

． ．１  使用 の管理ルール 

安全上の ト 

x 化学物 の使用場 では 止とする． 

x 有機 ・ 定化学物 の使用場 には 用の掲 が 要である． 

x ばく 防止のため，保 ガ ， ， ， などの保 で自分の を守る． 

x 気 置 トチ ー は しく使用する． 

x 化学物 の使用後は CRIS の出 を れずに行う． に 物・ 物はその 使用記

が 要である． 
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．  学 の使 の 理 

． ．１ 学 管理システムの  

x CRIS 使い りの記 出 を行い， ー ー ルをはがす． 

x 物の使用 を受 で記 している場 も使い りの記 は ず行う．なお， の

受 は使い りの後 1 年 保 すること． 

x 

． ．２ 安全 理 

薬品 ・ 器

・ 器は の に 部をよく する．薬品が している場 は ・ 器は で

きない．なお， ・ 器の 場 ・方法は各部 の 定の方法に うこと．

器の ガ

x に く ける重 は で 3 回 上  

x に けない重 は い ， はアル リの ける方で 3 回 上  

x の有機化 物・ク ルム等 ア ト などで 3 回 上 

有害な ガス・ 処理

定化学物 は， 気 置 ら 出される場 ， 一 の や作業場の ，

及びこれらの物 を 有する による有 ガスの 生や の を き こす危

険 がある． って，これらの 防止を目的として， 定化学物 障害 防規 第 10

及び第 11 により有 な処理 置が 務 けられている． 

ガス処理 ガス処理を 務 けられている物 はアク レ ， ッ化 ， 化

， チルの 4 種 の化 物である．これらの化 物を扱う場 はスク 方

式の トを用いると有 に ガス処理ができる．

処理 アル ル 化 物， ， ， ，シア 化 リ ム，シア 化 ト

リ ム， ク ル ェ ール及びその トリ ム ， 化 トリ ムについては

処理が 務 けられている．これらの化 物の はも ん一 の化学物 実験

もそのまま などに ず，第 で述べられている注意に って，研究基

ーに 回 を すること．

．  の  

． ．１  

労働安全衛生法とその関 規則で トチ ーに要 される を規定している．

トチ ー において，有機 中 防規則では制 として 0.4 m/s の 力

が要 される． 定化学物 等障害 防規則では，制 で規制されるもののう ，ガス

の物 については 0.5 m/s， じん の物 については 1.0 m/s の 力が要 されている． 

． ．２ と の の記録  

トチ ーが上述した 規定を たしている ，1 年 に 1 回，定 的に自

点 を行い，その記 を 3 年 保 すること．
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． の 理と安全  

 

．１ 理の 的 方 

 大学より 生する 物は， 物の処理及び に関する法律 ，「 物処理法」

という。 の規 に基 き，一 ら出る 物 一 物 とは され，工場や

事業 場 ら出る 物と 様に 業 物 として処理しなければならない． 
 業 物は， 出事業 が 自らの において適 に処理しなければならない という

大 がある．なお，大学の教育・研究活動では多種多様な化学物 が使用され，これら化学

物 には有 ・有害 を有するものも な らずあり， 物処理にあたっては， 物処

理法の ， 防止法，大気 防止法， 法， 物及び 物取 法等の種々の法

規制が関係してくる． 
 教育・研究活動により 出される化学物 を 物 ，「実験 物」という。

を不用意に 出することになれば健康障害や 及び大気 などといった環境

害 を することになる．  
 本学の研究，教育， 活動に使用された は，一 とともに圧 場

の最 出 を て につながり， の 処理場 化 ー

に られ，そこで 処理を受け，最 的には の へと される． って，

を して の住 に を けることがないよう，また， の機 を健全に し

の の を防止するため， に有害物 を が して 出されることがない

よう，各 人が意識して 物の適 な処理に 的に取り組まなければならない． 
 本学では研究基 ーが実験 物の処理に関する きを行っており，研究基

ーの 定する分 ・処理方法により処理 を行うことになる．なお 実験 物につ

いては， の点に 意する 要がある． 
 

物の 生そのものを 力 なくするように努めること． 物を 生しても処理さ

すれば いと安 に が であるが，まず な 物を 生しないことが 要で

ある． 
物の 出 はその 物の処理に を つこと．つまり，"Polluter Pays 

Principle"の 則を守ることである． 生した 物については 出 がその をよく

理 しているはずであるので， 生 において 点処理を し，最後に回 してもらう

のが基本的なあり方である． 出 がどうしても処理できない 物については，研究

基 ーの にしたがって 物を分 ・保管する.また 委 処理業 によって

適 に処理されるまでの は 出 ( を 出する研究室)に 務 けられているた

め,研究基 ーに 回 をする は の 物を に記載する．  
 

－59－



        ． ．１ 物の分 概要 物処理法による  
 

 

 

．２ の  

 実験室より 出される 物は な処理を 要としない一 物 事業 一 物

と処理をして しなければならない有害 物 「実験 物」という に分 され

る． 
 一 物 事業 一 物 として次のようなものをあげることができる． 

お がら等の生ご  
， れ， 等 

スチック， ム 等     薬 実験器 は く。 
ガ ス ， ガ ス器 等 薬 実験器 は く。 

用に限る 等 
 薬 等の の には次のことに 意すること． 

使用 の 薬 には薬品等が らないようによく し， 用の 等とは分けて

すること． に使用した は として回 すること。 
くず等で有害 物に 分されているものは実験 物として処理すること． 

 実験 物処理の れは ． ． の りである．実験 物は ． の に

って分 し，研究基 ーに システムを じて 処理 をする． 
 

部 理施設 施設
等

生 生

管理

業 生 理法
等

産業

業
業 生 産業

管理産業
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． ．２ 物処理 きの れ

．３ の 管  

．３．１ の  

 実験 物は研究基 ーが定める分 分に って ． ． の 分に

分 すること．ただし， ． ． に す危険物 は取り扱わないので 等を分

するときはこれを すること．

．３．２ の  

 が分 分の に る 物の場 は研究基 ー ーム ー にある 分

ーチ ートを に 分 すること.また わ らない場 は研究基 ーへ

する. 

実験室 物

の

回

システムにより

WEB  

回 日時の

へ

回

物の処理

部委

研究基 ー

物の分

器は分 ごとに 定あり

研究基 ーより種 に 入

められた分 で

回

回

研究基 ー

物を している物が き

す。

用 け
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．３．３ ては い  

 

 

 

 

  
次に げる は に してはならない． 

 化 物 と可 物  
 化 と 化物 
 と 化マ ガ  
 とア   
 とア   
 ア ニアと   
 ア 化 トリ ムと  
 有機 化物と  
 ア チレ と  

と  
と マ ガ  
と有機 化物 
とニト ア  

 
．３．   

 物を ・保管する 器は研究基 ーより 定された 器 10L リエチレ

を使うこと． 器は ． ． に した の 分に って 分テー で されてい

る． 器は「 ク 入 」を 出して 入すること ． 
 

．３．５ の  

 分 の は と 回目までの を 定 器に入れること． 
 

．３．  に る の の  

各研究室等では， の や などについて な記 をとること． 
回 の には， の記 をもとに 物等の 要事項を記入すること．なお，

の は，「 物 ー 」の で 等の として委 業 へ

される． 
は， 用 クの 分目を上限とする． にすると保管時及び 時に を

き こす危険 がある． 
分 や の なる は しないこと． 

とアル リ は しないこと．研究室等で中 する は， やガスが生

じることもあるので処置には十分注意すること． 
重 と有機 等は しないこと． として分 が な場 は， 処理

分 の とし， 有物の 等を すること． 
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化 物とシア 化 物を んだ はシア 分 とすること． 
シア 分 については，有 なガスの 生を るため pH10.5 上のア

ル リ にすること． 
中に 物や 物が 入しているものは回 できない． 

中の 物や 物は， などにより取り く すること． 

などにより 生した 物は， 物 として処理すること． の

う 化 物を ものや は，有害 物 物 分 とし

て，その 有害物を ものは，有害 物 分 として取り扱うこと． 

クに 等の が つ った場 は使用しないこと．研究基 ーへ

すると， で しい クと できる． 

不要になった 薬 や になった 薬 の処理については， 等の処理方法とは

の きが 要となる． 

 

 

 

 

 

 

   

物の管理 物が処理委 業 により適 に最 処分されるまでの

は 物 出 出研究室等の教職員 にある( 出 ).また 保管中は

等の ， ， ， 等の事故が 生しないよう十分に注意すること． 

 
．３．  方法 

し  
    研究基 ーの システム ら WEB で 回 の を行う． シ

ステムは 務会 システムで使用する ID・ ス ー と 一である． に

おける 要項目は， 科目， 分 ， 器 ， ，pH， 物について記入

が 要となる． 物については な成分と 成分について 化学物 等 と

その ・ 等 は ず記入し，「取扱上注意を要する事項や 生の 」

を記入することとなる． 
回 の  

    回 の は， を確 した後「 」または「 」の が

と工学部事務 てに ールで がくる． ールには「 物処理 ー 」が

されるので， リ トア トして ク備 つけのクリア ースに入れる．

に不備がある場 は， は受理されないので注意が 要となる． 体的には，「

科目に不備がある」，「 物の記載事項 ・ 等 が未記入」，「記載された

物と 分 や 器 分が一 しない」などがあげられる．受理されな った場 は

理 を確 し， となる． 
時における注意事項 

  ・ クは， ク 有 ごとに されている． 
  ・ 回 の が可 な 器は， された 器に限られる． 
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・ されている 器の種 分 が 分 と している場 は， に研究

基 ーへ すること．

不要になった 薬 不要 薬 や使用 になった 薬 の処分については，工

学部事務 と の上， 記の と研究基 ー ーム ー の案 を に

きを行うこと．

．不要 薬 について 物等に関するリストを一本 器 ごとに作成する．

薬  器の ・ 等  記事項

．作成したリストと仕様 を工学部の会 へ 出する．

．工学部の会 と しながら きを める．

の リスト 仕様 等 の 本

URL :  ht tp : / / i r c1 . lab .u-ryukyu.ac . jp / ?page_ id=1089 

． ．３ 不要 薬リストの 等取扱いの き 研究基 ーより

．３．  の 管 に け に る  

ク備 つけのクリア ースに「 物処理 ー 」を入れて， 定された

日時に 定場 に っていくこと．

クは， の 物に する 分 に されているものを使用すること． 
しい や のある クは使用しないこと．

の は， 器の「 」を上限とすること．

クは，直 日 が たらない場 に保管すること．

分 回 した は めに処理 し，保管中は 防止等安全に十分 すること． 
立会いのもと，「 物処理 ー 」と して回 する．

回 された は，研究基 ーにて ・処分 用の 定を行う．

ク および 処分 用 処分 については， の け による「

用 」で する．

ク および 処分 用は科研 での いはできない.
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．３．  の  

物として 出された化学物 については，化管法 「 定化学物 の環境への 出 の

等及び管理の改 の に関する法律」 によりその 動 を しておく 要があり，

また，環境 のマテリアル スの としての活用が められてくるので，各研究室

において化学物 は 則すべて化学物 管理システム CRIS に して入 ・使用・ の

記 を取るようにすること． 
分 ・保管方法等の については研究基 ー ーム ー を し， 点が

あれば ー 線 8967 に すること. 
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． ．１ 実験 物の分 研究基 ー作成  

分

 

種  

 

分 

 器 
対   象   物 

 

 

  

 

 機 化 物を ． 

 有機 化 物を 回  

 機 と有機 はま ないこと 

 やアマルガムは，有害 物 有 分 とし

て分 ・回 する． 

．シア 化 は「シア 」として すること． 

 シア

 

  

 

 シア 化 物を  

 ず 上で して さい． 

が いと有 なシア 化 が 生する れがあり，きわめて危険とな

る． 

 ， ，ニッ ルなどの安定なシア 化 物も， じ 分になる． 

 ッ

・リ

 

  

 

． 機 ッ化物 を  

． 機リ を  

． 機 化 物を  

．それ れの の は 々に回 すること 

 重 が している場 ， ずその を し， 物の と

して化学物 や 等及び ・ 等を 記すること 

Ｄ 重

 

  

 

．ク ム，マ ガ ， ， ， ， ム， その 重 を

． 

．有機 との は けること 

．有機 が 入している場 ， の 分となる 

物・ 等を 記した上で有機 分  として する

こと 

 ・ア

ル リ

 

 

 

 有害 化 物を まない， ，または 基 アル

リ 上 の  

 ， ，  

 基 化 トリ ム， 化 リ ム  

 有機 が 入している場 ， の 分 となる 

物・ 等を 記した上で有機 分  または 処理

として すること 

 真現

 

 

 

 真現  

 真定 とは ないこと 
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分

 

種 

 

分 

 器 
対 象 物 

 真定

 

 真定

真現 とは ないこと

 

 

 可 でない を

有機化 物を

． ルマリ や ェ ール を

を多 に んだ 体

重 を 場 は「 分 」になる

ず 物 化学物 と を 記すること

 処理

 

 重 と有機 の

有機 化 物の

有機ス 化 物， ル 化 物 

処理 する場 は 物と を に 記すること

上で すること

 可

 

 可 の

物 ， 火 物 ， 火 物 は 処分が 要となるため

要 となる

エステル ， ア 化 物， 化 ル，ガ リ ，

化 ，テト ， エチルエーテル 

 

有

 ． 化有機化 物を  

トリク エチレ ，テト ク エチレ ， ク ， 化

， ク エ ， ク エチレ ，シス ク

エチレ ， トリク エ ， トリク エ ，

ク ，ク ルム，トリク ，ク な

ど

を

 有害

物 

 ．有害物を扱った や など 

． ， の ， ． 

． 化 物及び に されたものは 有 物 分

となる． 

 有害

物

有・

物  

 化 物及び に されたもの

のものとは して保管すること
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． ．２ 研究基 ーで扱わない 物 

 の分 の不備や 物不 のもの 

 物 を もの 

 体の したもの及び 物 

 物 を もの 

 リリ ム，テリリ ム， ス ムやその化 物 

 物 ニッ ル ル ニル，アル ルアル ニ ム等  

 リ 化 ェニル 及び を ，または されたもの 

 がん の い物  

 実験用動物の  

 薬 及び になった 薬 等 

 一 物 事業 一 物 に するもの 

 その 処理不 のもの 不 物 ，有 ・危険 のあるものや の分 にないもの 

 使用 電 ， 部 等で 定された場 へ保管する  

 

－68－



 

 

． ス の安全 い 

 

．１ の 的 方 

線防 とは，人 とその環境を， 線 ばくや 物 による ら防 し，

線障害の 生を防止することをいう．国 線防 委員会 は 線防 について，

線障害を 線 や 然 のような確 的 と， 線 や 障のよ

うな確定的 の つに分けて，確定的な有害な についてはこれを防止し，確 的 に

ついてはこれを できると思われるレ ルにまで制限することで ばくを う行 が確実

に 化できるようにすることを 線防 の目的としている．わが国の法律では， の

年 に基 き，「 線障害防止法」，「労働安全衛生法」などに 線防 について

の規定がある． 

って， や 線 生 置を使用する場 には，「 線障害防止法」に定

められた規定に わなければならない．また労働 が 線を扱う場 には，労働安全衛生法

の 行規則である「電 線障害防止規則」 電 則 を 守しなければならない． 

電 則

．１．１ の  

線の人体や動物などに対する障害を るとき， たりの エ ル ー を

す を 線  といい，その は レ で，物

が のエ ル ーを したときの線 である． 線の組 ・ 器に対する は 線

だけでなく， 線の種 やエ ル ーにも する．組 ・ 器それ れの 線 の

に，線 による 重係 を けたものを等 線  といい， は シー

ルト で す．等 線 は確定的 ． ． を する になる．確

的 ． ． は， された組 ・ 器に する．そのため 確 的 を

するために， なった の組 ・ 器に なった線種が される場 には各 器の等

線 に組 ・ 器の 対的な感受 を す 重係 組 重係 を けなければならない．

体すべての組 器ごとに 重係 を けた を実 線  といい，

は シー ルト で す． 

 

．１．２ の に る

人体の 線による については， 線防 の 点 ら，確 的 と確定的 に分

される．確立的 とは，受けた 線 の 加とともに 生確 が 加する と ら

れている． 体的には， やその の ， の ， 的 などがあり，

と ら られており， をまったく くすには，線 を にする 要がある．確定

的 とは，一定 上の 線を受けた場 に 生する と られている． 体的には，

， ，生 ， 出 などの急 の障害 急 を き こす．確定的 につい

ての 線の を ． ． に す． 

 

．１．３ の 3

線防 の 則は，時 ・ へい ・ の つである．
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「時 」の 則は，作業 が 線に されている時 をできるだけ することにより ば

く線 を することである．「 へい」の 則は， 線 と作業 の中 に へい物を設

置し，それにより ばく線 を することである．「 」の 則は， 線は線 らの

の に して線 が くなるので， 線 と作業 との を すことによ

り，作業時における 線 を することである． 則は，「 へい」「 」「時 」

の に される．この 則は として 部 ばく線 のための 則であり， 部 ばく

線 は である． 

． ．１ 線 線 と確定的 の関係

．２ の使  

．２．１ 学の 使  

線障害防止法の規制対象となる 設としては，琉球大学 等取扱

設，琉球大学 学部 実験 設，琉球大学 子実験 ーの 可使用 設がある．これ

らの 設で などを扱う実験をするときは，法律で定められた「 管理」，「健

康診断」，「教育・ 」が 務 けられている． って，使用する 設の 防規 に って，

健康診断，教育・ を受けて 線業務 事 として を行って初めて 線 を

扱うことができる． 

．２．２ 部 の の  

高 科学研究 ー ，高エ ル ー加 器研究機  

等の学 の 設で管理 に立 入 うとする場 に，本学における 線 事 であること
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が要 となることが多い．その場 の きは のとおり． 

． ． 項に掲げた学 の 線使用 設のいずれ の 線取扱 に し，

教育・ ， ばく管理，健康診断などの 線業務 事 としての要 を たし，そ

の 線 設の 線業務 事 に する．各 設が実 する教育・ は年 始め

に行われるのでこれに に うように， 線取扱 に しておくことが 要であ

る．健康診断に関しては大学が実 する 健康診断を受診するとよい． 

そのう で 部 線 設への使用 きを行う． 方 ら「 線業務 事

」等の 出が められるので，その対応は した 設の 線取扱 に す

ること． 

学 の 設で管理 に立 入る場 は，それ れの 設の 防規定及び 規 ，注意

事項を 守すること． 

琉球大学における 線業務 事 としての きが不用な場 は 方の

に い，そ らの 設の 事 として きを行 ばよい．  

 

．３ の使  

．３．１ の安全 

線回 置， 線分 置， 線 置などの 線を 生する 置で， 線 が

実 線 で を るおそれのある 管理 を設定する 要がある場

は，電 則の規制を受けることになる ただし， 線のエ ル ーが 上の 線を扱う

場 には 線障害防止法の規制対象にもなる．電 則では， 用 に使用される

未 の 線を 生する 置の管理 ごとにエックス線作業 の を受けた の中

らエックス線作業 を しなければならない．その ，労働 が電 線を受け

ることができるだけ なくなるようにするため， 線による ばく限 や 定，取り扱いや

点 業務，記 ，教育， 健康診断について に規定している． 

電 則は労働 を対象にしているが，研究・教育実験に携わる 生・学生についても 様の

作業環境にあること ら， 線作業について電 則に して安全の確保を る 要がある  

エックス線作業 の職務については， 

管理 を 識によって すること． 

しくはし り は が適 に使用されるように措置すること． 

置などの措置がその規定に適 して じられている どう について定 に点

すること． 

線業務 事 の受ける線 ができるだけ なくなるように 等を 整するこ

と． 

始 及び 中，立 入りを 止されている場 に労働 が立 入っていないこ

とを確 すること． 

線作業 事 の 線 を 定するための 線 定器が規定に適 して されて

いる どう について点 すること． 

などのように， 識の掲 ， ・し り， ， 等の安全措置，作業 の ばく

，立入り制限など， 線 置に関する職務が電 則 第 で規定されている．  

線 置の安全教育については電 則 第 の で規定されており， 線 置を使用

する に対し 年安全 習会を実 し，使用する は， 則として受 しなければならない．
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に ると の  

「エックス線作業 」の に うこと． 

 作業 は 線 ルム ッチを 定の 置に けること 

 線 のシ ッ ーが じていることを確 めて ら， の ットなどの 備作業

をし， 線の直 を受けないよう注意すること  

 線シ ッ の を に確 すること． 

 人 上の 作業中は， 線の を して確 しあうこと． 

 線 ームの方 や 線 の 置の 整をする時は ずエックス線作業 の

を受けること． 

 事故や 置の を めた場 は や に電 をきり， 置の管理 に するこ

と． 

 線を 断するための ーが 定の 置に ットされている どう ずチェッ

クすること． 

 定 的に， 線 を 定すること． 

 「電 線健康診断」を受けること． 

習 は， 線 置の 及び取扱の方法， 線 おもに 線 の生体に る ，

線安全の 方，関係法 などとする．  

線の人体への は，「 ． ．  線の人体に対する 」で述べたとおり， ば

くするとおもに体 において ばく に して， ばく部 および ばく に応じて

種々の障害を生じる． に一次 線はエ ル ーが高く，線 も多いので直 ばくすると重

大な障害が生じるので 重に注意すること． 

 

．３．２ の い 

一 的な 線 置は 線 の シ ッ ー が さいため 的な ばくが となる．

とくに や は障害を受けやすい． 成の 線 置は の使用 では防 線 が まっ

ているので 線が することはないが，シ ッ ーが いているとき 理に を した

り， 線 中に防 線 を けたり， 置を 整する などに ばくするおそれがある．安

全に実験を行うために の注意事項を 守すること． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 線 置 の やすい 置に上記の注意事項を掲 し， 線 置使用 は 時注意事

項を確 して，作業すること． 

 

 

．３．３  

年一回エックス線作業 が中心となって 線 置や作業環境の定 点 を実 するこ

と．点 は， 識・注意事項等の掲 確 ， 線 の 定，安全 置の確 ，記 の

チェック等である． 

 

．３．   

線業務 事 も， 線使用 様，法 に基 いて， 健康診断 ， ばく管理 を

受ける 要がある． 
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． の安全について 

．１ はじめに 

レーザー が 体に されると，様々な障害を き こすごとが られ，目や につ

いての障害は できない． に に火 を き こすことにより， 力障害は 生不可

となる危険 が めて高い．そのため，レーザー 線の と目の障害の危険 の に応

じて，レーザー機器は ． ． に すように ク スに分 されている．使用する機器が

どのク スに する ，あら じめ確 した上で 置の しい 作を行う 要がある． 

． ．１ レーザー機器のク ス分  

ム

．２ 的 に る る めの

労働安全衛生法の規定による労働衛生管理体制の整備を る．「レーザー 線による障害の防

止対策について」の厚生労働省 らの を確 する．また 障害の防止について十分な 識と

験を有する のう らレーザー機器管理 を し 次に掲げる事項を行わ る．

レーザー 線による障害防止対策に関する の作成及び実 する．

レーザー管理 レーザー機器 ら 生するレーザー 線にさらされるおそれのある

をいう。 じ。 の設定及び管理を行う．

レーザー機器の点 整備及びそれらの記 の保 を行う．
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保 の点 整備及びその使用 の を行う． 
労働衛生教育の実 及びその記 の保 を行う． 
その レーザー 線による障害を防止するために 要な事項 
なお 衛生管理 を すべき事業場にあっては 上記のレーザー機器管理 が行う業務は

衛生管理 の のもとで行わ るものとする． 
 

．３ 的 使  

障害 生の れのあるレーザー機器を使用する部 の出入 には を行い，関係

の入室を制限する． 
レーザー機器には，高圧電 や大 の ーが使われている場 が多いので，

高圧電 の取り扱いに注意する．作業中は 人に電 の 作をさ ない． 
長のレーザー 線を使用する は， など有 ガス 生する可 あるので

わ て 気を行う． 
高 のレーザー 線を直 体の一部に てない． の障害を き こすの ならず

を がす れもあるので， の実験 の 用が ましい． 
 

．  目に る の  

不用意にレーザー 線が目に入らないようにするために，レーザー機器の設置に して

はレーザーが目の高さにあることを ける． 
高 の物体でレーザー 線を らない． って，レーザー の 整時には

を こす危険 のある 時 等は す． 
目に ない や 長のレーザー を使用する には， 線 をあら じめ

するとともに， ュ ーなどで ， の様子を確 し， くの人の動き

にも注意する． 
レーザー 線は ， また した 線であっても 対に直 しない．電 動作時

は 整中に 然レーザー することがあるので， に目の 置に注意する． 
障害 生の れの多いレーザー機器の使用に しては，各レーザー 長にあった適 な

保 ガ を 用する． 
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１ ． ム の管理について 

 
（１） ム について 

（２） ム の安全 い使い方 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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⑨

⑩

⑪

（３） ム の 方法
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１１． に る について 

  
立とは，2 つのてい のはしごを 部で し， を いた で が りとして使

用されるものをいう． 品安全 会 SG 会 の 定基 では次のように定めている．「

」は， までの 直高さが 80cm で，はしごとして 用できないものである．「

立」は， 用 立はしごとはしご 用 立があり， までの 直高さ 80 cm を ，200 

cm のものをいう．その ，様々な種 の 立がある．  

   
   は                    

．１１．１ の  

   
．１１．２ の い使い方 

 
 立・ 等は に取り扱 るので，多くの作業場で に使用される用 である．し

し， い作業 らの や，重大な リ ットも多く 生している．高さが

的 くても， 時に の機器， 物等に した場 ， 部 部， 中等 に

よっては 的な災害になる危険 が高いため，十分注意する 要がある． 
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   理     の に 方  に て  

．１１．３ の 使い方 

 

     
   の        ての         に い 

     
ての      い   め てい い 

．１１．  の 使い方 
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１２． 工 について 

（１）はじめに

 動工 を日 的に使用する場 には 「 動工 取扱作業 安全衛生教育」受 する

要があります．ただし， 安全衛生教育は， 動障害 う など の危険 や 備 識

について学 ものであり，年に 回 使用する には ない と思われます．そのよ

うな場 ，厚労省によって対策が 要とされる「日 動ばく 」が 2.5 m/s2を ない時

で作業を行 るものとします．作業時 については，それ れの工 により なります

ので，次項の 出法により めて さい．ただし，作業時 が 10 分を る場 は，

10 分 に 5 分 上の を入れてください．また，厚労省において されている

レット「 動障害の 防のために」を確 すること．

動工

ー， 動 リル， ー， 機，チッ マー，リ ッテ マー，

ー マー， マー， ー マー， クリート レー ー，ス ー

リ マー， マー， ック マー，多 ガ ， ート レ ，電動

マー，エ ッ ー， 機，携 用 は 機など，携 用 ー， クリー

ト レー ー，携 用研 ス 研 ， 上用研 直 150 mm 上 ，

クトレ チ， レーシ シ ー
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（２） に の について 

 
 使用する工 の「 動加 実 の 成 動 3 成 」を工

の ル，取扱 は Web 上で確 します． 
 の ムの に，1 で確 した を ットします． 
 ムの日 動ばく A の 2.5 の点と，2 で ットした点を線で び， の

動ばく 時 まで線をのばします．この 長線と わる点が，その工 の「日 動ば

く 」が 2.5 m/s2を ない時 となります．この時 で 日の作業を るよう

にして さい． 
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ル 2 の場  

取扱 より，回 の 動 3 成 は 11.3 m/s2である． ムの に

を ットする．日 動ばく A の 2.5 の点と んで， 動ばく 時 まで線を 長

する．その 点よりこの工 の作業時 は 25 分となる． 
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１３． に る安全について 

（１）

電気機器が故障した場 に する事なく，安全な に 止する様な工 をする． 
電時に 置が安全に自動 止し， 電後の 電時に び動作しないようにする． 

（２）

中や 日は， 圧が上がるので ム管が止め ら けたりしないように点 ・

確 する．

時には電 を作動さ ， を止める安全 置を取り ける．

（３）

気体 れによる ，火災を防ぐために圧力 化を する圧力 断リレー，電

及び 電ス ッチをつける．

の による 2 次 生事故防止のために， 定しているク リ等の点 を

らない．

（ ）

人 を行う 及び実 を ず める．

時の場 に実 への 方法等を 記した 記の ー を機器の

出入 に備 る．

 

 成 30 年 4 1 日  成 31 年 3 31 日 

  

連  
力学 工学部 1 101 室  

工学

090-8888-1234
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１ ． と について

１ ．１ はじめに

た は，日 の職場においても火災・ の事故による など， 然 の危険にさらさ

れてしまうことがある．そして，これらの危険に したとき，とっさに ができた によっ

て，生 がわ れ，また 害の も大きく わる．不 に ってくる危険を回 し， の安

全を守るためには，教職員・学生一人 とりが日頃 らその備 を心 けておくことが より

も大 である．

１ ．２ の

火災事故

火気，危険物のある には，いつでも火災のおそれがあるので，火災に備 て 防用

設備等の点 ，火気使用設備器 の使用上のルールの ，危険物 の火気 ，

及び部 の入り の ット及び 物等の ， の確 ，喫煙管理を

行うことが 要である．

電気に する火災としては， ， 電などがある．電線や機器の には可

の物は置 ない， 線をしない，電気 ー の上に物を置 ない等の を

り，日頃 ら点 を行うようにすることが大 である．ト ッ 現象 ト

ら 生する火災 防止のためにも電気 ー ， ト等は らこまめに

を行い，適 に使用しまし う． 

事故

可 ガス， 火 の 体 気及び が実験室に しないように， 全の注意を

わなければならない．

実験で ガスを使用するときは，ガス 器を設置し，安全基 を して行う

ことが 要である．さらに，電 ス ッチを入れるときは， なス ッチでもス

ークやアークを 生するので，防 のス ッチ・機器を使用することを しなけ

ればならない．

電気の 電ス ークを防止するために， 電物の 断， 物の 体化， 電 の

を るアースの方法及び 電 置の設置などの対策をする 要がある．

１ ．３ 場 の

火災・ 事故の処置

大 で火災・ 生を に ら る．

ている を 断して，火災・ 現場に がいれば，人 を最

して現場 ら直 に安全な場 に 動さ る．

火 についている火災 器の を す．

火 の電 ス ッチを る，ガスの を める．

． ． の 方法で関係 に する．

初 火 火器， 火 を行う．
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電気火災の 火時の注意

電気火災の 火は， 電， 電時に ら を けたりすると，感電する れ

があるので注意する．

注 ースや 火器の ルをアースしておくと安全 が す．場 によっては，

火器や ガス 火器を用いることが 要である．

１ ．  報

火災 が きた場 の 方法 ． ．

 （ ） 場 の連 方法

者 者

大

生

↓

者 助

↓

↓

↓

者

↓

大学

線  

または 

携 電 等  

琉球大学工学部 館

学科

生

者

者

管理 者

工学部

大学  

工学部 館 学科

生

者

館

衛 工学部 館 学科

生

学科

教員 指 教員等 
生

医

・ 日の 体制

・ 日は，学部 に教職員が ないことが られるので，火災・ が 生し

たら， を 断して，上記の火災 が きた場 の 方法 ． ．

で対処すること．

学生は， ・ 日に実験等を行う場 ， ず事 に 教員の 可を得ること．ま

た， 教員等と できる体制をとること．

各学科， 部，事務室では 急 一 を作成すること．

１ ．５ 方法 

初 火ができな った場 は 理をしないで直 に安全な場 に 動して， した

関係 が るまで 機する．

場 や は日頃 ら しておく．できれば 上の を めて

おくことが 要である．
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１５． の  

 自然災害による 害を最 限に るためには，気象災害や など自然災害により こ

り得る 害を出 るだけ 確・ 体的に 定し， 日頃 ら備 ることが重要である．本 では

ス における自然災害への一 的な備 と， および に対する備 について述べ

る． 

１５．１ に る 的  

 

自然災害に関する は ，テレ ， ー ット等，様々な アを して入 で

きる．国や 方 体は各自然災害に関する ，対策マニュアル等を ー ットで

しているので にすること．気象災害については ー ット上の気象 や気象 の

トや やテレ ら得られる により，事 に 害規模等を することが可 である．

災害については や携 電 等を じて 生直 に 急 が される． に

を して 然 生する 災害に備 ること．自然災害は時 と に災害規模の

化や 次災害の危険が生じるので， に を行い事 の 化に備 ること． 

用備品の 備 

のための ー ット， ，テレ ．

の 電に備 て 中電 を 備する．

電に備 て 備電 ・ ッテリを十分に用意する．

急 ，安 確 のために携 電 を する．

火災への備  

による実験機器の や可 物の 出，また や大 を要 とした 等により，災害

時には火災が 生する れがある． に す対策だけでなく，各研究室で 有・使用する実験

機器および可 物 に応じて，適 な対策を じること．本マニュアルの「 ．防火と 火

について」の も する． 

安全 置・自動 止機 を つ機器を ・使用する．またその動作を定 的に点 する．

火器等の 火設備を設置し，設置場 の を行う． 火設備は定 的に点 する．

機器・ 器等の ・ ，可 物の 等が生じないように対策する．

出火の可 のある機器の に可 物を置 ない等， の防止対策を行う．

の  

自然災害により大きな 害が生じた場 ， 電や電 回線の 等で 急 や安 確 が

な に る可 がある．本マニュアルに記載されている 急・ 急 を研究室で

すること．大規模災害時のために ー ットや携 電 の リアには災害用 や

お届け ー ス等が用意されているので，事 に使用方法を理 しておくこと． ス で

災害に した場 は 等と を に行い，関係 が行方を確 出 なくなるような

行動は ． 
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１５．２．１  

は れなく 然 生するため， 害のように直 に対策を すことは しい．また

の規模によっては 大な 害が生じる れがある．そのため 日頃 ら防災意識を ， 害

の 定を行い，事 の災害対策や防災 を実 することが められる． 述の火災への備 の

， のような対策も 要である． 

安全・ の確保 

 最 りの の場 を確 し，安全 の高い を 確保する． 

 ・ ・出入 ら して障害となるものを き， を確保する． 

人 害の要 を取り く 

 実験機械・器 や の および 防止対策を行う． 

 の可 のある ック や 等は あるいは する． 

 ルや に設置された機器・ 等に の危険がない 定 的に確 する． 

 および に の危険 のある物があれば ・ する． 

研究・実験機器等による 次災害を防止する 

 急 止が 要な機械 のリストと対策マニュアルを作成し関係 に する． 

 化学薬品や有 物 等の 物の 出・ 等を防止する対策を行う．  

 

１５．２．２ の 法 

い が 生したら 

による直 的な人 害で最も多いのは， 等の ・ ・ 動等に き まれる

害である． 急 や い に気 いたら，すぐに安全な場 に 動して の安全を確保

すること． の安全を確保することが最 であり， 急 止が である機器 については

れが まった後に 止， 火活動等を行うこと．ただしこれは日頃 ら 対策が じられて

いることが大 である． 

れが まったら 

 火災，けが人の有 ， 物の 等，現 を確 する． 

 や らの に注 し， 害の規模や の有 などを確 する． 

 てずに初 火活動やけが人の 出および応急処置の実 ・ 力する． 

 危険物の保管 の確 や安全確保を行う． 

， 動 

 安 確 が しく 次災害の危険 もあるため， 行動をしない． 

 で行動し，定 的に人 の確 を行う． 

 ック や 等は ・ する可 があり危険である． ない． 

 には や が生じている可 があるため， で 動する． 

 

１５．３．１  

が に する では， 物は に十分 られる となっている．したがって

物の に直 的 害が生じることは であり， による 害は に設置した物の や

物による人 および物的 害， による が となる． の 生 ， および

に関して定 的に を行い， に対策を じること． 
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ー ット， ，テレ 等 ら を し， や 害の規模を して

おく． を気象 より確 し， に対策を すること． 

・ を防止する 

 に設置した実験機器や物品等， や の可 があるものは に 動する． 

 に 動出 ない物品はその場に 定する ， の ら される きの

化を し， の を受け いと される場 に 動して 定する． 

 物 や 等の を確 し， の可 がある場 は適 な対策を行う． 

に備 る 

 の き を防止するため，研究室や実験室の や アの まりを確実に行う． 

 が き する れがあるため，電気機器や重要な を や ら ける． 

 実験 置や電気機器は電 を り， トを いておく． 

 はけを くするために ， どい等の を行う． 

 長時 まることが 定される場 は 物を用意する． 

 

１５．３．２ には 

に対する対処 

ー ット， ，テレ 等を して を 時確 する．出 および に

が した場 には，出 および はしないこと． ス に 中に が

した場 は学 や教職員の に い行動する． ス に まる場 には 物

による人 害を防止するため出 るだけ に出ない． や 物により ガ スが れる

可 があるため， では出 るだけ ら れた場 に 機する． 物の出入り では

による急 な に注意する． 

中の 急事  

害が 生した場 は，現場にいる教職員および学生で対応する．ただし 害が 大で現場で

の対応が な場 は工学部事務室に応 を すること．人 害が生じた場 は本マニュア

ル にある 急・ 急体制を して に処理する． 

害の  

中に生じた 物等の 害は や に工学部事務室に する． 

 

気象  

 

 

     

 

 

 防災関係  
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１ ． について 

１ ．１ とは 

 労働安全衛生法では，労働 の健康と保 を として労働衛生 を 上さ るため，

作業環境を快適な に 管理するように努める．そのため，有害な業務を行う 作業場

その の作業場については， 要な作業環境を 定し，その を記 することが規定されて

いる． 労働安全衛生法第 65 しい規定 等を ． ． に す。 

．１ ．１ 作業環境 定を行うべき作業場と 定の種 等 行 21  

の 定実 作業場では，その 定を作業環境 定 は作業環境 定機関に行わ なければならない．

作業環境 定を行うべき作業場 定

作業場の種 関 規則 定項目 定回
記 の

保 年

1 , , 物, は の じ

んを しく する 作業場
じん則 26  気中の じん ，

けい 有
6 に 1 回 7 年 

2 ， は多 の 作業場 安衛則 607  気 に 1 回 3 年 

3 しい を する 作業場
安衛則 590 ， 

 591  等 レ ル 6 に 1 回 3 年 

4 作

業場

. ガスの 場 安衛則 592 ガス 1 に 1 回 

3 年 . 気設備のある 安衛則 603  気 に 1 回 
. 28 上の場 安衛則 612  気 に 1 回 

5 
中 管理方式の 気 設備を設け

ている 物の室で，事務 用に さ

れるもの

事務 則 7  
一 化 及び ガ

スの 有 ，室 及び

気 ， 対

2 に 1 回 3 年 

6 

線業務を行う作業場

1. 線業務を行う管理

2. 物 取扱室

3. 事故 物等取扱 設

4. 物 場

電 則 54 ， 
55  

部 線による線

気中の

物

1 に 1 回 5 年 

7 

第 1 及び第 2 の 定化学物 を

し は取り扱う 作業場
化則 36 気中の第 1 及び第 2

物
6 に 1 回 

5 年 
一部 30
年

定有機 物を し，または

取り扱う 作業場
化則 36 の 5 気中の 有機

および有機 の
6 に 1 回 3 年 

等を取扱い，もしくは 験研究の

ため する 作業場
則 36  の 気中における 6 に 1 回 40 年 

8 一定の 業務を行う 作業場 則 52  気中の の 1 年 に 1 回 3 年 

9 欠 危険場 において作業を行

う場 の 作業場
欠則 3  

気中の 化

生危険場 の場

は 時に 化
その日の作業 始  3 年 

10 有機 を し， は取り扱う一定

の業務を行う 作業場
有機則 28  気中有機  6 に 1 回 3 年 
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１ ．２ の  

 作業場 労働 の作業中の行動 ，有害物 の分 等の 等に基 き定められる

作業環境 定のための 要な の有害物 の 気中 が，改 を 要とする どの

である どう を 断するための基 として作業環境 基 が されている． 定作業場に

おける作業環境 定には， 作業場 の中に 作 に定めた 5 上の 定点における環境

気中の有害物 を 定し， 的な作業環境の を するための A 定と，有害物に

よる労働 のばく が最大と られる場 と時 における気中 を 定して A 定によ

る を するための B 定がある．A 定により得られた を第 1 作業場

について られる全ての 定点の中に，管理 を る する可 が 5% 上未

であるなら第 1 管理 として 化された ，第 2 作業環境中の有害物 の

が，管理 を るような環境は作業 に くないという より，その限 を第 2 管

理 として 化された の 2 つの 断基 によって する ． ． ．また B
定は， 作業場 において A 定の では してしまう れのある 的または けつ

的な 生 がある場 に行われるため，A 定及び B 定 方を実 した場 ． ．

を する方法がある．得られた作業環境 定 より，第 1 管理 分，第 2 管理 分，

第 3 管理 分の 3 つの管理 分に分 される ． ． ．第 3 管理 分は，直 に設

備や作業方法なのどの点 を行い，第 2 管理 分，第 1 管理 分になるように 要な措置をし

なければならない．第 2 管理 分は第 1 管理 分になるように 直しを行い，第 1 管理 分は

分を するよう努めなければならない．

．１ ．２ と管理 分 A 定の をした場  
A 定 

第 1 管理  第 2 管理 第 1  第 2 管理  
第 1 管理 分 第 2 管理 分 第 3 管理 分 

．１ ．３ と管理 分 A 定及び B 定を実 した場  
A 定 

第 1  
管理

第 2 管理  
第 1  

第 2  
管理

B 定 管理  第 1 管理 分 第 2 管理 分 第 3 管理 分 
管理 B 定  

管理 ×1.5 
第 2 管理 分 第 2 管理 分 第 3 管理 分 

B 定 管理 ×1.5 第 3 管理 分 第 3 管理 分 第 3 管理 分 

．１ ．  作業環境 定 に基 いた管理 分

第 1 管理 分 作業環境管理が適 であると 断される ． 
第 2 管理 分 作業環境管理になお改 の があるとされる ．

第 3 管理 分 作業管理が適 でないと 断される ．点 や改 が 要である．
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 衛生管理 





 衛生管理 

１． における労働衛生管理 

１．１ はじめに 

年， 処理を中心とした により， 化が急 に められており，

置ＶＤＴ   が く教室や実験室，そして研究室や事務

室に 入されてきた．最 におけるＶＤＴ作業 ＶＤＴ機器を使用して， ー の入力・ ・

等，文 ・ 等の作成・編 ・ 等，

・ 等を行う作業 の として，

スクトッ の高 化

ート の 及

マ ス等入力機器の多様化

多様な ト ェアの 及

大 ス レ 等の 加

ー ットの 及

携 等の 及

等があげられ，職場におけるＶＤＴ作業は大きく 化してきた．これらは，大学の ならず一

業においても長時 使用による 労や健康への が になっている．作業 が心 の

を く感じている場 や 体に がある場 には， に作業環境，作業方法等の改

を り，ＶＤＴ作業を 障 く行うことができるようにする 要があり，そのためには，管理

が作業 の健康 を しく し，できるだけ い で作業 の健康 に応じた

適 な処置を ずることが重要である． 

１．２ 管理 

作業 の心 の を し作業 が 障なく作業を行うことができるよう，次によりＶＤ

Ｔ作業に適した作業環境管理を行うこと． 

１．２．１  

室 は，できるだけ の対 が しくなく， つ，ま しさを生じさ ないようにす

ること．

ス レ を用いる場 の ス レ における は ルックス ，

上及び ー ー 上における は ルックス 上とすること．また， ス レ

の るさ， 及び ー ー における るさと の るさの はなるべく

さくすること． 

ス レ に直 が入 する場 は， 要に応じて に または

ーテ 等を設け，適 な るさとなるようにすること．
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１．２．２ ア と い の  

ス レ については， 要に応じ，次に げる処置を ずること等により， レアの

防止を ること． 

ス レ の 置， 後の き， の き等を 整さ ること．

防止 ス レ を用いること．

等の レア防止 器 を用いること．

その レア防止をするための有 な処置を ずること．

１．２．３ の  

ＶＤＴ機器及び 機器 ら不快な が 生する場 には， の 措置を ずること． 

１．２．  の  

気， 及び 整， 気 ， 電気 ， 等のための設備等について労働安全

衛生法 事務 衛生基 規則に定める措置等を じること． 

１．３ 管理 

作業 が，心 の が なく作業を行うことができるよう，次により作業時 の管理を行

うとともに，作業の や 々の作業 の に応じたＶＤＴ機器，関 器等を整備し，適

な作業管理を行うこと． 

１．３．１  

一日の作業時

をはじめとする心 の を するため， ス レ を注 する時

や ーを 作する時 をできるだけ くすることが ましく， の作業を組 こと

は の作業と ーテーシ を実 することなどにより，一日の ＶＤＴ作業時

が くなるように すること．

一 作業時 及び作業 止時

一 作業時 が 時 を ないようにし，次の 作業時 までの に 分

分の の作業時 を設け， つ，一 作業時 において 回 回 の 止を設

けること．

業務 への

作業 の 労の を防止するため， 々の作業 の を十分に した 理のない

適 な業務 となるよう すること．

１．３．２  

ＶＤＴ機器の

ＶＤＴ機器を事業場に 入する には，作業 への健康 を し作業 が行う作業

に最も適した機器を し 入すること．

スクトッ 機器

ス レ
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ス レ は，次の用 を たすものを用いること． 

．目的とするＶＤＴ作業を く 行できる であること． 

． リッ ーは されないものであること． 

． ス レ 上 は ト ストは作業 が に 整できるものである

ことが ましい． 

入力機器 ー ー ，マ ス等

．入力機器は，次の用 を たすものを用いること． 

ー ー は ス レ ら分 して，その 置が作業 によって 整できる

ことが ましい． 

ー ー の ーは，文 が で やすく， ーの大きさ及び ーの が

ー 作を行うために適 であること． 

マ スは，使用する の に適した 及び大きさで， やすいこと．

ー ー の ー及びマ スの は，スト ーク及び 力が適 であり，

作したことを作業 が し得ることが ましい． 

．目的とするＶＤＴ作業に適した入力機器を使用できるようにすること． 

． 要に応じ， ームレスト リストレスト を 用できるようにすること． 

ート 機器

適した機器の使用

目的とするＶＤＴ作業に適した ート 機器を適した で使用さ ること．  

ス レ

ス レ は上記 の の用 に適したものを用いること．

入力機器 ー ー ，マ ス等

入力機器は，上記 の の用 に適 したものを用いること．ただし， ート 機

器は， ， ス レ と ー ー は分 できないので， の ート 機器で

長時 のＶＤＴ作業を行う場 については， け ー ー を使用することが ま

しい．

マ ス等の使用

要に応じ，マ ス等を 用できるようにすることが ましい．

テ ー入力機器の使用

を入力する作業が多い場 は，テ ー入力機器を 用できるようにすることが

ましい．

携

携 については，長時 のＶＤＴ作業に使用することはできる限り けるこ

とが ましい．

ト ェア

ト ェアは次の要 を たすものを用いることが ましい．

．目的とするＶＤＴ作業の ，作業 の ， 力等に適 したものであること 

．作業 の めに応じて，作業 に対し，適 な が られるものであること． 

．作業上の 要 ，作業 の ， 等に応じて， ェ ス用の ト

ェアの設定が用意に 可 なものであること． 
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． 作 ス等により ー 等が された場 に に 可 なものであること． 

子

子は次の要 を たすものを用いること．

．安定しており， つ， に 動できること． 

． らの の高さは，作業 の体 に わ て，適 な に できること． 

． の作業 が で 一の 子を使用する場 には，高さの 整が であり，

整中に が しない であること． 

．適 な もたれを有していること，また， もたれは， きを 整できることが

ましい． 

． 要に応じて適 な長さの じ けを有していること． 

または作業

または作業 は，次の要 を たすものを用いること．

．作業 は， ー ー ， ，マ スその ＶＤＴ作業に 要なものが適 に 置

できる さであること． 

．作業 の の の は，ＶＤＴ作業中に が でない大きさのものであるこ

と． 

． または作業 の らの高さは，作業 の体 に った高さとすること． 

整

作業 に 理のない でＶＤＴ作業を行わ るため，次の事項を作業 に 意さ ，

子の の高さ， ー ー ，マ ス， ス レ の 置等を 的に 整さ る

こと． 

作業

． 子に深く けて もたれに を十分にあて， 物の 全体が に した

を基本とすること．また，十分な さを ， つ， りにくい を 要に応じ

て備 ること． 

． 子と大 部 部との には が し入る の とりがあり，大 に 

理な圧力が加わらないようにすること． 

ス レ

．おお ね 上の が確保できるようにし，この で やすいよう

に 要に応じて，適 な による を行うこと． 

． ス レ は，その の上 が の高さと じ ，やや になる高さにす

ることが ましい． 

． ス レ と ー ー は との の が に大きくなく， 

つ，適 な になるようにすること． 

． ス レ は，作業 にとって ましい 置， ， るさ等に 整すること． 

 ス レ に する文 の大きさは， さす ないように し，文 高さが

概ね 上とするのが ましい． 

入力機器

マ ス等の テ スにおける の ， ー ルの 動 等

は，作業 の ， 等に応じて適 な に 整すること． 
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 ト ェア 

， ，文 等の大きさ及び ， ，文 ，行 等は，作業

の 等に応じて， に適 なレ ルに 整すること． 

 

１．３．３ ス の と （ とめ） 

 は目や体に しい ス レ の 置と です ガ の規定による ． 

 ス レ の上 が目の高さと じ ， しだけ くなるようにする． 

 では 上，それ では 上 す． 

 日 や が り き， 置で ス レ を使わない．や を得ない場

は や ーテ ，ルー ーなどを使う． 

 もたれに が く まで 子に深く ける． 

 は さず，き んと ん りが くように 子の高さを 整する． 

 子の 部と の にこ し 分のすき ができる 子を ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．  の 管理  

作業環境を に な に し，ＶＤＴ作業に適したＶＤＴ機器等の を確保するた

め，次により点 及び を行い， 要に応じ，改 措置を行うこと． 

日 の点  

作業 には，日 の業務の一環として，作業 始 は一日の適 な時 に， ，

レアの防止， 気， 電気 等について点 さ る ， ス レ ， ー ー ，

マ ス， 子， または作業 等の点 を行わ ること． 

定 点  

及び ， レアの防止， の ， 気及び の 整， 気 ， 電気

等の措置 及び ス レ ， ー ー ，マ ス， 子， または作業 の 整

について定 に点 すること． 

 

日 及び定 に作業場 ，ＶＤＴ機器等の を行わ ， に適 な に保 するこ

と． 
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１．５ 管理 

作業 の健康管理を しく管理し，健康障害の防止を るため，作業 に対して，次により

健康管理を行うこと． 

１．５．１  

置 健康診断

置 の健康 を し，その後の健康管理を適 に めるため，次の事項について

健康診断を行うこと．

業務 の

の

自 の有 の

． 労を とする 器に関する  

．上 ， 部および 部を とする の  

．ストレスに関する  

． 科学的  

力  

． 力の  

． 力の  

 

 

機 点 の 定により 機 の を 定する．  

． に関する  

上 の 動機 ，圧 点等の  

その が 要と める  

定 健康診断

作業 の 置後の健康 を定 的に し， 的な健康管理を適 に めるため，

年 ごとに 回，定 に，次の項目について健康診断を行うこと．

業務 の

の

自 の有 の

． 労を とする 器に関する  

．上 ， 部および 部を とする の  

．ストレスに関する  

． 科学的  

力  

． 力の  

． 力の  

その が 要と める  

． に関する  
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上 の 動機 ，圧 点等の  

その が 要と める  

 

１．５．２  

 作業 が気 に健康について し，適 なア スを受けられるように， シー

保 への を行いつつ， ル ルス，健康上の不安， 労，ストレス等による ，

自 管理の方法等についての健康 の機会を設けるよう努めること．また， ート マー

等を すべての作業 が しやすい環境を整備するなど の を行うことが まし

い． 

 

１．５．３ 職場  

 業の 後 は 業中に，体 ，ストレッチ，リ ク ーシ ， い 動等を行うことが

ましい． 

 

１．  労働衛生  

労働衛生管理のための 対策の目的と方法を作業 に することにより，職場における作

業環境・作業方法の改 ，適 な健康管理を に行うため及びＶＤＴ作業による心 への

の を ることができるよう，次の労働衛生教育を実 すること．また， たにＶＤＴ作

業に 事する作業 に対しては，ＶＤＴ作業の習得に 要な を行うこと．なお，教育及び

を実 する場 は， 的に実 するとともに，実 について記 することが まし

い． 

作業 に対して，次の事項について教育を行うこと．また， 作業 が自 的に健康

を 管理し， つ， していくために 要な 識についても教育を行うことが ましい． 

 ＶＤＴ作業の健康への  

 ， 及び レアの防止 

 作業時 等 

 作業  

 ＶＤＴ機器等の 整・使用法 

 作用環境の 管理 

 健康診断とその に基 く事後措置 

 健康 の体制 

 職場体 等の実  

 その ＶＤＴ作業に係る労働衛生上 意すべき事項 

ＶＤＴ作業に 事する を直 管理する に対して，次の事項について教育を行うこと． 

 管理 の と心  

 労働衛生管理の概  

 ＶＤＴ作業の健康への  

 ， 及び レアの防止 

 作業時 等 

 作業  
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ＶＤＴ機器等の 整・使用法

作用環境の 管理

健康診断とその に基 く事後措置

健康 の方法

職場体 等の 要 と方法

ＶＤＴ作業 事 に対する教育の方法

事項等

その ＶＤＴ作業に係る労働衛生上 意すべき事項

１．   

高 に対する 事項等

やすい文 の大きさや作業に 要な 等は，作業 の年 により大きく なる． 多

くのＶＤＴ作業の場 ，文 ， ト スト等の は使用する機器の

設定により 整することが可 であり，作業 にとって やすいように適 さ ること

が ましい． 機器等も， に 置した全体 とは に 要となる場 は，

に作業用 機器を 置することにより 人の に した を実現すること

が可 となる． 作業時 ，作業 ，教育， 等についても，高 の に適 さ

る が まれる． 

る 者に る

ＶＤＴ作業は， 力や 力等に障害があっても，作業できるように，種々の 対策が

備されている．このような 機器や適 な作業環境，作業管理によって，障害を有

する場 でも，ＶＤＴ作業を快適に行うような措置を じることが ましい． 
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２．  

２．１ と  

た は いつ，どこで， 然のけがや 気におそわれる わ りま ん．そんなときに，

や職場でできる のことを応急 といいます． に行くまでに応急 をすることで，

けがや 気の 化を防ぐことができます． 

 けがや 気の中でも最も重 で 急を要するものは，心 や が止まってしまった場 で

す．急 心 心 の 気 や 中 の 気 などは， の れもなく こることが

あり，心 と が 然止まってしまうこともあります． ールで れたり， にお を ま

ら たり，あるいは，けがで大出 したときも， もしなければやがては心 と が止まっ

てしまいます．ついさっきまで 気にしていたのに， 然，心 や が止まってしまった ．

こんな人の を うために，そばに わ た人ができる応急 のことを 処置といいま

す． 

２．２ の連  

 の を い， 会 に くために 要となる一 の行いを「 の 」といいま

す．「 の 」は， 心 止の 防 心 止の 識と 一次 処置 次

処置と心 後の 中 の つの で成り立っており，この つの が れることな

くすばやくつながることで が高まります． ． ．  

「 急の 」の最初の つの は，現場に わ た により行われることが され

ます． により心 生が行われ うが，行われな った時より生 が高く， が を

使用し電気シ ックを行った うが， 急 の を つことなく く実 できるため，生

や 会 が高いことがわ っています． 

． ．  急  

２．２．１ の  

一つ目の は「心 止の 防」です．子どもの 然 の な には，けが， ， など

がありますが，その多くは日 生活の中で十分に注意することで 防できるものです．心 や

が止まってしまった場 の 急処置も大事ですが， よりも 然 を未然に防ぐことが一

的です． 

成人の 然 の な は，急 心 や 中です．これらは，生活習 とも ばれ

ており，生活習 の改 でその のリスクを さ ることも大 な 防の一つです．し

し，「 の 」における心 止の 防とは，急 心 や 中の初 に気 き，

しでも く 急 を要 することです．これによって，心 止になる に へ行って を

始できる可 が高くなります． 
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２．２．２ の と 報  

 つ目の は「心 止の 識と 」です．心 止を く 識するためには， 然 れ

た人や， 応のない人を たら，ただ に心 止を うことが大 です．心 止の可 があ

れば大 で応 を び， と の を し， や 急 が のもとに し

でも く するように行動します． 

 また，心 生の方法を理 していない，やり方を れてしまった場 でも， の電

を じて心 生などの を受けることができます． を行う はあ らずに電

の いに応じて の を に るよう心がけてください． 

２．２．３  

つ目の の「一次 処置」とは，心 生法と の使用によって，止まってしまった

心 と の動きを ける方法です．  

心 生法とは

心 生法とは， を く圧 する「 圧 」と， ら に を き 「人 」に

よって，止まってしまった心 と の動きを ける方法です． 

 は，心 が止まると に意識がなくなり， 分 上そのままの が くと回

することが となります．心 が止まっている ，心 生によって や心 に を

り けることが の を高めるとともに，心 の動きが った後に後 を さないため

にも重要です． が る可 は時 とともに っていきますが，そばに わ た人が心

生を行った場 には，その り方がずい んと っくりになります ． ． ．この

こと らもわ るように， の を うためには，その場に わ た「あなた」が心

生を行うことが最も大 なのです． 

とは

心 が 然止まるのは，心 が ル ルと く る る「心室 動」によって生じること

が なくありま ん。この場 には，できるだけ く心 に電気シ ックを ，心 の る

を取り くことにこれを「 動」といいます がとても重要です． 自動体 式

動器 とは，この電気シ ックを行うための機器です． ュー ーによって自動的に心室

動 どう を べて，電気シ ックが 要 どう を 定し， ッ ー で電気シ ッ

クを してくれますので，一 の人でも で確実に 作することができます．

最 では や ， し物 ール， ートや 設など，い い な場 に を備

け，その場に わ た人によって を活用してもらうことで，今まで 急 を ってい

たのでは らな った もしれない人々の につなげることを目 す動きが がっていま

す．現 ，琉球大学工学部 の事務室 に ． ． のように設置されています． 

． ．  応急 と 急 線 ． ．  工学部 事務室  
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２．３ て  

 急 が するまでには全国 で 分 ります。 急 が るまで をこまねい

ていては， る も けられないことになります．そうならないためにも，そばに わ

た皆さん一人一人が 処置を行 るよう，心 生法や の使用方法を に けておくこ

とが大 なのです．現場に わ た「 」 ら「 急 」へ，「 急 」 ら「 」へ，

の ト を き ぐ「 のリレー」 ． ． を れさ ないために，一人でも多

くの が 気をもって「 一つ」でも行動に し， の第 として，「 のリレー」

をス ートさ てください． 

． ．  のリレー 

２．  の （ 生） 

応 意識 を確 する

の もとで「大 です 」または「もし

もし」と大 で び けながら， を くたたき，

応がある ない を ます． ． ．

 

び けなどに対して目を ける ，なんら

の または目的のあるしぐさがなければ

「 応なし」と 断します．

けいれんのような全 が きつるような動き

は「 応なし」と 断します．

応があれば， の を き， 要な

応急 を行います． ． ．  応の確  

（２） け

応がなければ，大きな で て 人が

れています 」と けを めます。

力 が たら，「あなたは へ してく

ださい」「あなたは を ってきてください」

と 体的に します． ． ．

ト 

が一人の場 や， 力 が もいない

には，次の に る に，まず自分で

をしてください。また，すぐ くに が

あることがわ っている場 には を取りに行

ってください．

すると， 員が次の を

してくれます．

． ．  と の  
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の確

が「 どおりの 」をしている どう

を確 します． ． ．

のそばに り， で の や

部の上がり がりを て， どおりの を

している 断します．

． ．  の確  

 

次のいずれ の場 には，「 どおりの なし」と 断します． 

や 部の動きがない場

確 しても の がよくわ らない場

しやくりあげるような， れ れに きる が られる場

心 止が こった直後には， に う や 部の動きが どおりでない場 や，しやく

り あげるような れ れに きる が られることがあります．この を「

」 といいます．「 」は「 どおりの 」ではありま ん． 

圧

に どおりの がないと 断したら，ただ に 圧 を 始し，全 に を

ります． ． ．  

． ．  圧 ． ．  圧 の  

の真ん中 ． ． を，重ねた で「 く， く， なく」圧 します．

の真ん中 ． ． に， 方の の け を置きます．

方の をその の上に重ねます。 の を いに組 と，より力が 中します． ．

．

。 ．  圧 部 ． ．  の置き方 

－104－



をまっすぐに ばして の け の部分に体重を け， の が なくとも

ど く圧 します． ． ． ． ．

分 に なくとも 回の いテ で 回 して なく圧 します．

圧 と圧 の 圧 を めるとき は， がしっ り るまで十分に力を きます．

． ． ． ． ． ．  

の組 方と力を加 る部 直に圧 する めに圧 しない 

人工 対 人工

回の 圧 後， 対 人工 により を き ます．

（ ．２．１５ 部 法） 

の の を げて 気を に しやすくします．

を に て，もう一方の の人 し と中 の 本

をあご のある い部分 に てて， を後 にの

け ら 部後 ，あご を上げます． あご 上

 

で あごの ら い部分を く圧 しないようにする．

． ． 部後 あご 上法 

工  

気 を確保したまま， に てた の と人 し

で の をつま ます．

を大きく けて の を い， 気が れない

ようにして， を けて き ます．

の が 上がるのを確 します． ． ．

いったん を し， じ要 でもう 回 き ます．

． ． が 上がるのを確  

 

回の き で，いずれも が上がるのが理 ですが，もし が上がらない場 でも，

き は 回までとし，すぐに 圧 に ます．

人工 をしている は 圧 が中断しますが，その中断時 はできるだけ くなるよう

にしてください．

感 防 ． ． ． ． 方 きの感 防止用シートあるいは人

工 用マスク を っていると 立 ます．

の や ら出 している場 や， と を直 さ て 対 人工 を行う

ことがためらわれる場 には，人工 を省 し， 圧 の を けます．
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． ．        ． ．        ． ．  

感 防     方 きの感 防止用シート 一方 人工 用マスク 

 

 

心 生 圧 と人工 の   

圧 を 回 して行った後に，人工 を 回行います． 

この 圧 と人工 の組 わ の クル を， 急 に き ぐまで

なく けます． 

 

圧 を けるのは れるので，もし が 人 上いる場 は， 分 を目安

に， 圧 の を するのがよいでし う． 

心 生を中止するのは次の場 です． 

急 に心 生を き いだとき 急 が してもあわてて中止 ずに， 急 の

に います．  

心 生を けているう に が目を けたり， どおりの をし始めた場  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ．  圧 と人工 の組 わ  
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２．５ の （ の使 ） 

心 生を行っている 中で， が届いたらすぐに を使う 備を始めます．

にはいくつ の種 がありますが，どの機種も じ で使 るように設 されていま

す． は電 が入ると ッ ー と点 する で，あなたが実 すべきことを

してくれますので， いてそれに ってください．

可 であれば， の 備中も心 生を けてください．

の と 備

を の くに置く

を の くに置きます． ース ら本体を取り出します． ． ．

の電 を入れる

の たを け，電 を します． たを けると 動的に電 が入る機種もありま

す． ． ．

電 を入れたら， は ッ ー と点 する に って 作します．

． ． を置く場

． ．  の電 を入

れる 

電 ッ を る

の を取り き， をはだけます．

電 ッ の を し，電 ッ をシール らはがし， を の の にしっ

りと り けます。 ． ． ， ． ．

機種によっては電 ッ の ー ルを 本体の 点 している に入れるものが

あります．

 

電 ッ は， の 上 の および の の の 置に り け

ます り ける 置は電 ッ に で されていますので それに ってください ． 

電 ッ を り ける にも，可 であれば 圧 を してください．

電 ッ は， との にすき を作らないよう，しっ りと り けます。アク リー

などの上 ら らないように注意します．

成人用と 用の 種 の電 ッ が入っている場 や，成人用 ー と 用 ー の

り がある機種があります．その場 ， 学生 上には成人用の電 ッ 成人用

ー を使用し 未 学 には 用の電 ッ 用 ー を使用してください．成

人には， 用電 ッ 用 ー は使用しないでください．

． ．  電 ット ． ．  電 ットを る 置 
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心電 の

電 ッ を り けると 体に れないでください などと ッ ー が れ，自動

的に心電 の が始まります．このとき，「 なさん， れて 」と注意を し， も

に れていないことを確 します． ． ．

一部の機種には，心電 の を始めるために， ッ ー に って を す

ことが 要なものがあります． シ ックは不要です などの ッ ー が れた場

は，ただ に 圧 を します．

． ．  中は ッ ー に い れる 

電気シ ック

が電気シ ックを加 る 要があると 断すると シ ックが 要です などの

ッ ー が れ，自動的に 電が始まります． 電には ります．

電が すると， シ ック を してください などの ッ ー が出て，シ

ック が点 し， 電 の が出ます．

電が したら，「シ ックを行います。 なさん， れて 」と注意を し， も

に れていないことを確 し，シ ック を します． ． ．

 

シ ック を す は， ず自分が ら れ， も に れていないことを

確 します。電気シ ックが加わると， の や全 の が一 けいれんしたように

クッと動きます．

心 生の

電気シ ックが すると， ただ に 圧 を 始してください などの ッ ー

が れますので，これに って，ただ に 圧 を します． ． ．

 

を使用する場 でも， による心電 の や電気シ ックなど，や を得ない場 を

いて， 圧 の中断をできるだけ くすることが大 です．

． ．  

シ ック を す

． ．   

ただ に 圧 を  

の と心 生の り し

心 生を して 分 ど ったら， び が自動的に心電 の を行います。

ッ ー に って ら を し， りの人も， ら れます．

後は， 心電 の ， 電気シ ック， 心 生の の を，

分 おきに り します．
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３． と 管理 
 
  健康診断は， 々の教職員について健康 を し，適 な健康管理を行うために 要 
 であるとともに，教職員の健康 ら作業環境や作業 の 点を し，その改 を 

っていくために重要なものである． 
このため，労働安全衛生法第 では，第 項で「事業 は，労働 に対し， による

健康診断を行わなければならない．」，第 項で「労働 は，事業 が行う健康診断を受けな

ければならない．」と 記し，事業 に健康診断の実 ，労働 に健康診断の受診を 務 け

ている．本学 業規則第 においても「職員は， な事 なしに健康診断を んでは

ならない．」と っている．健康診断の実 等については， 務部人事 ，学生部学生 と各

学部で 携を にし，労働安全衛生法等の規定に った対応が 要である． 事業 が行うべ

き健康診断は，次のとおりである． 
 

一 健康診断 
 入時の健康診断 
 定 健康診断 
 定業務 事 の健康診断 
 労働 の健康診断 
 健康診断 
 事 の  

健康診断 
 有害業務 事 に対する な健康診断 

．有機 等健康診断 

．電 線健康診断 

． 定化学物 等健康診断 

．高気圧業務健康診断 

． 科 による健康診断 
その 健康診断 
 行 による健康診断 ＶＤＴ作業健康診断など  

時の健康診断 
労働 長が する健康診断 

 
なお，本学では，保健管理 ーに ， 心理 及び を 置して ル

ルスを 健康 にも応じており，心と 体のトー ルな健康の保 に努めている 保

健管理 ー 電 ． 

学生については，本マニュアル ー に 記しているとおり，教職員と じ 識で扱う

要がある．学生の健康診断は，学 保健安全法，本学学生 則で 務 けられており，

健康診断等については，琉球大学 定業務 事 の健康診断及び 健康診断 健康

診断等 の実 方 で，教職員に じて実 することとしている． 
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． について

．１ はじめに

 健康 法 成 年法律第 第 において「学 ，体育 ，事務 等多 の

が 用する 設を管理する は，これらを 用する について受動喫煙を防止するために

要な措置を ずるように努めなければならない．」と っている．

また， 成 年 日 け基 第 において「職場における喫煙対策のた

めのガ 」が され 喫煙 に対して不快感，ストレス等を ていることが

されており，職場における労働 の健康の確保や快適な職場環境の 成の 点 ら，受動喫煙

を防止するための労働衛生上の対策が一 められている．  

本学では「琉球大学における受動喫煙防止に関する 」 ． が 成 年

日の安全衛生委員会において され実 されている．

．２ 

 受動喫煙とは，「室 はこれに ずる環境において，自らの意 に わらず 人のたばこ

の煙を わされる」ことをいう．

．３ 

物 の 部分 事務室， 室，実験室， ，体育 ， ークル室，ト レ，

， の り場等 は， 煙とする．ただし，各学部長等が 要と め， 物 に喫

煙場 を して設けた場 はこの限りでない．

教 研究室等 人が として使用している部 は 則 煙とする．や を得ず喫煙する

場 は，入室する学生等に対し受動喫煙の防止に する ， 等の 部分に

を及 さないよう， 要な措置を ずるものとする．

についても 煙とする．ただし，「 き 」等防止のため，各学部長等が 定の

喫煙場 を に設けた場 は，この限りでない．

－110－



．  の 場

工学部では， 記の掲 をすることにより， 定の喫煙場 を している． ． ．

． ．１ 工学部における 定の喫煙場

．５ 学における に る

琉球大学における受動喫煙防止に関する

成 年 日

安全衛生委員会 事業場

目的

．この は，健康 法 成 年法律第 に基 き，琉球大学における，

教職員及び学生等の健康の保 びに快適な職場及び 学環境の 成の を るた

め受動喫煙防止策を することを目的とする．
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定

．「受動喫煙」とは，「室 はこれに ずる環境において，自らの意 に わらず 人

のたばこの煙を わされる」ことをいう．

受動喫煙防止策

．次の各 に掲げる場 にあっては， 煙とする．

物 の 部分 事務室， 室，実験室， ，体育 ， ークル室，ト レ，

， の り場等 は， 煙とする．

ただし，各学部長等が 要と め， 物 に喫煙場 を して設けた場 はこの限

りでない．

教 研究室等 人が として使用している部 は 則 煙とする．や を得ず喫煙する

場 は，入室する学生等に対し受動喫煙の防止に する ， 等の 部分に

を及 さないよう， 要な措置を ずるものとする．

についても 煙とする．ただし，「 きたばこ」等防止のため，各学部長等が 定の

喫煙場 を に設けた場 は，この限りでない．

煙対策

．学長は，喫煙及び受動喫煙による健康への に関する掲 は を 要に応じて行う

ものとする．

実 時

．この は， 成 年 日 ら の 行 を て， 成 年 日

ら実 する．
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５．学生 の について  
 学生 学生 係  

工学部では，実習や実験等で機器を使用する等，危険を う作業を行うこともあるため，

学中の 一の事故に備 て保険に加入することを める．大学が となっている． 記

の ， などの保険もあるので，各自の に応じた保険を して しい． 

 

学生教育研究災害 害保険 「学研災」  

    この保険は 中，学 行事中，学 設 にいる ，学 設 での 活動中 は

学中・大学 設 動中に った ガに対し，その 日 に応じて保険 が われる全

国規模の 制 です． しくは にて しております レットをご確

さい． 

 

学研災 保険 「 」 学研災に加入している学生が対象 

日本国 において学生 保険 が 加入している ースの対象となる活動中及びその

において 人に ガをさ たり 人の 物を したことにより 法律上の 害

を することによって る 害について，保険 が われます． 

加入方法について 

    加入については，保険 をご確 の上， 取扱 にて で最 り

の う 行 で 定の保険 を んでください．保険 の に が

要です． 

加入 について 

    自動 行機 工学部 の 学 に設置 で 行できます． 

保険 の について 

    が一， ガ，事故等にあってしまった場 は，保険 の ができます． しくは

学生 学生 係にご確 ください． 

 

その の保険について 

「学研災 学生生活 保険」 「 学 」  

日本国 教育 会が する保険で学研災の シ として加入すること

ができます． 

お 学生生活 保険 スク 

電  日 日を く  

 

「学生 」・「学生 保険」・「 保障保険」 

全国大学生 生活 組 は大学生 が する保険です． 

お 琉球大学生活 組 会 

電  日 日を く  

 

その の保険 についてはお へご確 ください． 
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． 職

労働 災害 保険・ 危険

本学の教職員 員を く労働 で ， など 用 は わない は業務上

の事 は による ， ，障害， 等の は健康保険等が適用されず，労働

災害 保険法 年法律第 により，保険 が行われる．

労災保険の適用， き等については 務部人事 職員係 電

が しており， の は学部の 務係を して する．

国立大学法人 害保険

本学では 成 年 ら，国立大学 会を保険 ，各国立大学法人を 保険

とする 保険に加入しており，次に掲げる事故により，第 の生 もしく

は 体を害し はその 物を ， もしくは した場 において，法律上の 害

を することによって る 害に対し保険 が われる．

大学が 有，使用，または管理する 設もしくは設備によって生じた 然な事故

大学の業務 行によって生じた 然な事故

大学が 有，使用または管理する 機に する事故

大学が生 は する生 物による 然な事故

上記 の業務の 後 は業務を した後におけるその業務の による 然な事

故

国立大学法人 害保険に関する事務は 務部 務 管理係 電

で している．
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 録  





 
 

第 編 実 ・届出・ ・ 等 
 
１．はじめに 

 本編は安全を確保するための として，職場 より得られたものをもとに，研究室・実

験室・実習室等において， 気なく行っている行 や ごされている危険な事 を げ

る．また，その対策や改 についても げる． 

 
届出・ ・ 等の 用方法 

  「工学部安全衛生チェックリスト」は管理の 点 ら各 ースに関 する分 を し，

各実験室等で応用して 用して きたい．マニュアルの 上に制 があるので十分では

ないが， りない部分は各自で べて きたいものである． 
安全衛生管理と の  

  安全衛生に関する点 ・自 等の記 は，各研究室・実験室等で管理して基本的に 3
年の記 保 が 要である．工学部安全衛生委員会に関する会 事 等は，Web 上で

されており， ー ット らいつでも られるようになっている． 
点 ・定 自 記 ーム作成と 用方法 

  点 ・定 自 記 は実験室等を管理するのに重要な をする．各学科等の実験室

での実験 は なっており，すべてが てはまる ではないが各研究室で危険器 ・機械

等を して，各実験室に適した点 ・記 を作成して きたい． 
   

 

１．１ 連 

たこ 線等による 不  

テー ル ッ の定 は最大 1500W である． ， リ ，電化 品 ，

電子レ ， ット， ー ー等 の定 が 1500W を確 して らテー

ル ッ に する．テー ル ッ にテー ル ッ を して使用しない． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ．１．１ たこ 線の  
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．１．２ 電気 確  

分電 に物を置 ない

分電 は， 急時の に電 を 断するものである． 時，分電 の アが できるよう

にしなければならない．保管 ， ，実験 置等が置 れていると，リスクが高まってしま

う れがある． ． ．  

改 改 後 

．１．３ 分電 の障害物 

電 断器の定 点

分電 には 電火災および感電災害を防ぐために 電 断器が設置されている． 断器の
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保守点 1 回 上 の動作確 を行う 要がある．また点 した にはその記 を点 記

に記載しなければならない． ． ．  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            ．１．  電 レー と記  

 

電 ー ル・テー ル ッ の 断 

電 ー ルやテー ル ッ が を 断して使用されている場 がある．これは人また

は などにより ー ルが つけられ，電線 部で断線および 不 が こる危険 が

ある．また， 行の に を っ けて する れがある．そのために 用の 用 ールを

使用して， ー ルの保 と 防止に努めなければならない． ． ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ．１．５ 電 ー ルが を 断 

 

その  

 実験器 や 置は， 電や感電を未然に防ぐために ず アース を行う 要がある．

電 の 長で使われているテー ル ッ や ー リールを使用する場 は， いた や

ねて使用しない ． ． ． れた で使用した場 は，定 よりも さい にな

るので加 や 火のリスクが う． 

実験 置等で ける 出した の 子は， ニルテー や ッ を使用して

人が に れないようにする． は 出 子部分を い さるようにアクリル ーを
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取り ける．「感電に注意」等の注意 の も れてはならない ． ． ． 

 実験器 ・ 置は， 電や感電を未然に防ぐために ず アース を行う 要がある．

実験 置に している 線を 用する方法がある． 線が していない場 は， 置

の 部分に 線を する方法もある ． ． ． 

．１．  機器の と 出 子 ー 

．１．  テー ル ッ ね 止と ー リールの き出し使用 

．１．  の 線と 用 トの 子 用 
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１．２ ス 連 

ガス の 防止

 工学部では 種 の高圧ガスを使用している研究室が する．実験室 にガス が

定されずに立てられている． や によって れて，レ ュレー 部分の により高圧

ガスが き出す れがある．不使用 の 置されている場 があり， 急の にリスクを

う れがある． ． ．  

．１．  ガス の 定 

使用 限とレ ュレー 設置

 使用 高圧ガス 器は直 に 業 へ する．使用中の 器であっても 則 年 上

置しないよう心がける．圧力 整器に大きな力が加わると 整器そのものが されてガス

が いよく され， 整器 びに 自体が き といった事故 があるため， 整器

を に ける等の が 要である． ． ．  

．１．１  ガス の使用 限と圧力 整器の き 

欠 と高圧ガス

した実験室 でガス を使用する場 は， 欠に注意しなければならない．使用す
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るガス れに 応する 器を設置するのが ましい．実験室 にガス を使用している

ことを入 に をする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ．１．１１ 使用するガスの種 と  

 

１．３ 学 連 

薬品 の と  

 薬品を使用しない場 は，薬品 を しなければならない．薬品 で 物および 物を

して，その をしなければならない．また， ら識 できるように「 薬用 物」，

「 薬用 物」と ルを って する． ． ．  

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

         ．１．１２ 薬品 と実験室入 の  

 

化学物 安全 ー シート SDS: Safety Data Seat と使用 記  
SDS は， 急時の場 に対応が記載されており，いつでも できる場 に置 なければな

らない．また，使用した化学薬品はその を記 してお なければならない。 薬等はできる

限り 要な の を 入し，日ご ら整理し， 等による によって危険な化学 応が
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こらないにように注意する． ． ．  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

       ．１．１３ 化学物 安全 ー シートと受 の  

 

トチ ーの 用と保守 

有機 および 定化学物 の使用は トチ ー で行う 要がある． に 定化

学物 の使用は， トチ ー で取り扱うことが法律で定められている． トチ

ー に物を置いて 気のさまたげ， ム や 等のくずを 置することで い

まれないよう注意する 要がある． 
トチ ーは 1 年に 1 回定 自 を行い， を保つことが められてい

る。また化学薬品を使用する実験室等は有害な業務を行う場 として 要な作業環境 定を行

い，その を記 してお なければならない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

．１．１  トチ ー の 気 化と整理後 

 

 

 

 

 

 

－123－



その

 薬品 の薬品保管として，薬品 が つ って しないように仕 り を入れる．ま

た，薬品がこ れた場 に 害を最 限 に めるために ットや ースに保管する． 

 実験室 に 要 上の薬品を 入して置 ない．基本的に薬品は，可 物 なので 要

上の を保管すると 防法に する れがある． 

．１．１５ 薬品 ットと可 物  

１．  連 

防止の対応

災害による 防止措置に対する があげられる．中でも多いのが「 の上に重

物が置 れている」ことである．重 物を 等の上に置くことは による 次災害が き

やすいため する 要がある ． ． ， ． ． ． 

．１．１  の上の重 物の事  
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．１．１  重 物の 防止 対策 

．１．１  の上の重 物 保管 と 後

防止の対策

防止対策の方法として， 組 の は上 の ，上部の は 定とする．L
または直 中版に をあけて 定する． ． ． ， ． ． ， ．

． ， ． ． ．

．１．１  防止なし 改  ．１．２  防止対策 改 後  
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．１．２１ 防止対策 改 後  ．１．２２ 防止対策 改 後  

１．５ の  

研究室・実験室に設置されているクー ー設備の ル ーの を定 的に行う． ル

ーの がお そ になると， の や こりの目 まりによる 力の に が

る．ガス器 等を使用している場 は， や点火の を定 的に確 する．また，点 し

た日 ・点 を記 に記載する． 

．１．２３ による と 器の点 記 掲
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２．労働安全衛生法に は安全衛生 要 について 

 
労働安全衛生法では，第 十 第 項において，「事業 は 危険 は有害な業務で

厚生労働省 で定めるものに労働 をつ るときは 厚生労働省 で定めるとこ によ

り 業務に関する安全 は衛生のための の教育を行なわなければならない。」と定

められている．この 教育を 要とする業務については，安全衛生規則第 十 にて規

定されている．また， 教育に ずる安全衛生教育について，基 第 十 及び基安

第 2 等に基 き，安全衛生教育の を るものとしている． 
 本学部においては，上記 教育ならびに安全衛生教育の対象となる業務については，

する教育を受 した の がその作業を行 るものとする．ただし， 習などより上

の を有するものについては， 教育及び安全衛生教育を未受 でも 作業を行

る とする．次項 に対象業務を に す． 
 基 とは厚生労働省労働基 長による で，基案 とは厚生労働省安全衛生部長によ

る である．法的 力は いが，厚生労働省及びその 部組 は に基 き行

を行い， もこの を重 した 断を行う． 
Wikipedia 「 教育による 一 」 

   法律事務 ，http://kokura-lawoffice.com/blankpage44.html 
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３． 学 の ス ア ス について 

成 26 年 6 25 日 の労働安全衛生法改 により，「化学物 のリスクア ス トの

実 」，「ストレスチェック及び の実 」が 務 けられた．本学では，「国立大学

法人琉球大学化学物 管理規定 成 25 年 7 23 日制定， 成 29 年 8 1 日 行，

 」及び「国立大学法人琉球大学化学物 リスクア ス ト実 要項 成 29 年 7

25 日制定， 年 8 1 日 行， 」において，リスクア ス ト等の実 について定

めている．研究室等で化学物 を扱う にはリスクア ス トを行う事が 要となる．

リスクア ス トには， 大学が している Web 版のリスクア ス ト ール

を用いて行う事が されている．

・ 大学工学部 部安全衛生管理 ルー  New Risk Assessment

http://roukan2.ad.u-fukui.ac.jp/risk_assessment_new/RA_system.php?type=site0

次に ールを使用して， ール CAS No.67-56-1 のリスクア ス ト実 を

する．

・ ール使用

1 回 250 ml の ールを 60 にて， 3 回 トチ ー で使用する．
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 国立大学法人琉球大学化学物 リスクア ス ト実 要項 

成 年 日

制        定

 

第  この要項は，国立大学法人琉球大学化学物 管理規 「規 」という。 第 の 第

項の規定に基 き，化学物 による危険や健康障害を防止するために実 する化学物 のリスクア

ス ト及びリスク 措置 「リスクア ス ト等」という。 に関し 要な事項を定める。 

適用  

第  この要項は， 学部 を く全ての部 に適用する。 

リスクア ス ト等の対象物

第  リスクア ス ト等の対象となる化学物 は，労働安全衛生法 行 第 に規定する

定化学物 等第一 物 及び 第 に規定する 等を し， は すべき危険物及び有害物

とする。 

リスクア ス トの実 時

第  化学物 取扱 「取扱 」という。 は，研究室等において化学物 を 規に

用して取扱うときは，リスクア ス トを実 しなければならない。 

 項の規定に わらず，取扱 は，次に掲げる場 においては，リスクア ス トを実 し

なければならない。 

Ｄ 安全 ー シート 等により化学物 の たな危険 は有害 が確 された場

化学物 に係る事故が 生した場 であって， のリスクア ス ト等の に がある

場  

研究室等において取り扱っている化学物 が，法 により たにリスクア ス トの対象物

に 加された場  

その 化学物 括管理 が 要と めた場

 取扱 は，次に掲げる場 においては，リスクア ス トの実 に努めるものとする。 

にリスクア ス トを実 した化学物 について，その取扱作業の を大 に する

こと等により， たな危険 は有害 が生ずるおそれがあると取扱 が 断した場  

研究室等において取り扱っている化学物 について，リスクア ス トを実 したことがない

場  

リスクア ス トの 法

第  取扱 は，次に定めるとこ により，リスクア ス トを実 する。 

化学物 の危険 は有害 の ・確

－130－



 

 

 により ・確 された化学物 の危険 は有害 及び化学物 による健康障害の

「リスク」という。 の り 

 の りに基 くリスク 措置の の  

 項第 に規定するリスクの りは，次に掲げる 法によるものとする。 

 研究基 ーが する各種リスクア ス ト ール 

 管等による気中 定 

 各 に掲げるものの ，リスクの りに 要と める 法 

 項第 の 法を用いるに たっては  化学物 による危険 は有害 等の 等に関する

成 年 日 け 第 の に するものとする。 

 

リスク 措置の実 及びリスクア ス トの 実  

第  取扱 は，リスクア ス トによりリスクが高いと 断する場 その リスクの が

要と められる場 には，リスク 措置の実 及びそれに基 くリスクア ス トの 実 に

努めるものとする。 

 リスクア ス トを 実 するに たっては  取扱 は，第 の記 を化学物 管理

に するとともに，規 第 の 第 項に規定する に ， 等を めること

ができる。 

 

リスクア ス ト等の記 及び  

第  取扱 は，リスクア ス トの 及びリスク 措置の について記 し，研究室

等の職員，学生等に しなければならない。 

 

則  

第  この要項に定めるものの ，リスクア ス ト等の実 に関し 要な事項は， に定める。 

 

改  

第  この要項の改 は，環境・ 設マ ト委員会化学物 管理 部会の を て，部会長が

行う。 

 

 則 

この要項は， 成 年 日 ら実 する。 
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国立大学法人琉球大学化学物 管理規  

成 年 日

制           定 

 

第  この規 は，国立大学法人琉球大学 「本学」という。 が行う教育研究活動

その 事業活動において取扱う化学物 に関し，環境 の防止や安全衛生上の危害防止

及び 等による事 ・事故防止のための適 な使用及び管理について， 要な事項を定

める。 

定 等  

第  この規 において，次の各 に掲げる用 の定 は， 各 の定めるとこ によ

る。 

「部 」とは，大学本部，各学部，各研究科， ，教育学部 学 及

び中学 ， 学部 ，大学 研究 設，学 教育研究 設 びに大学

組 をいう。 

「部 長」とは， に規定する部 の長をいう。ただし，大学本部にあっては各

部の部長をいう。 

「研究室等」とは，部 において教育研究等を行う最 の組 をいい，規則等

による 確な 置 けは ずしも 要としない。 

「職員」とは，本学の 員 びに教員，職員及びその 本学に 用されるすべての

をいう。 

「学生等」とは，本学において教育 は研究 を受けるすべての 及び で研

究を行う をいう。 

「化学物 」とは，本学の教育研究活動及びその 事業活動により取扱う次の各

に掲げるものの をいい， 薬品及び 薬部 品 のものをいう。 

ア 定化学物 労働安全衛生法 行 年 第 第 に掲げ

るもの 

有機 労働安全衛生法 行 第 の に掲げるもの

物 物及び 物取 法 年法律第 第 及び 物及び 物

定 年 第 第 に掲げるもの 

エ 物 物及び 物取 法 第 及び 物及び 物 定 第 に掲げるもの

定 物 物及び 物取 法 第 及び 物及び 物 定 第 に掲げるも

の 

危険物 防法 年法律第 第 の品 に掲げるもの

第一種 定化学物 定化学物 の環境への 出 の 等及び管理の改 の

に関する法律 行 成 年 第 第 に掲げるもの 

ク 第 種 定化学物 定化学物 の環境への 出 の 等及び管理の改 の

に関する法律 行 第 に掲げるもの 
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高圧ガス 高圧ガス保安法 年法律第 第 及び第 に規定す

るもの 

有機化 物 VOC 大気 防止法 年法律第 第 第

項 に規定するもの

定 物 防止法 年法律第 第 第 に規定するもの

シ 薬 薬及び 薬取 法 年法律第 第 第 に規定する

もの 

ス 薬 薬及び 薬取 法第 第 に規定するもの

い い 取 法 年法律第 第 第 項に規定するも

の

定物 及び 定物 等 化学 器の 止及び 定物 の規制等に関する法律 行

成 年 第 第 及び第 に規定するもの 

薬 薬取 法 年法律 第 の 第 項に規定するもの

チ 薬取 法第 の に規定するもの

火薬 火薬 取 法 年法律第 第 第 項に規定するもの

テ ア ら までに掲げるものの 化学的な有害 ・危険 を有するもの

ト ア らテまでに掲げるものの使用により生じた 物

「リスクア ス ト」とは，化学物 による災害を未然に防ぐために，化学物

の有害 は危険 の種 及び びに事故災害の に基 いて， 化学物 の取

扱いによるばく ， い， ，火災等の事故等がもたらす健康障害，器物の 害，

環境 等の重大 及び可 を することをいう。 

「リスク 措置」とは，職員及び学生等の危険 は健康障害を防止するために

要な措置をいう。 

化学物 括管理  

第  本学に化学物 括管理 「 括管理 」という。 を置く。  

 括管理 は，学長が する理事をもって てる。 

 括管理 は，本学における化学物 の使用及び管理について 括する。 

 括管理 は，環境・ 設マ ト委員会に対し，化学物 の使用及び管理に

関する を めることができる。 

化学物 管理  

第  化学物 を取扱う部 に化学物 管理 「管理 」という。 を置

き，部 の化学物 の使用及び管理について 括し，化学物 による環境 や安全衛

生上の危害及び ， 等の事故防止のため，次 に規定する化学物 取扱 を

・ しなければならない。 

 管理 は，部 長をもって てる。ただし， ー ル教育 機 保健管理部

にあっては， 部 長とする。 

 管理 は， 部 の化学物 を取扱う職員のう ら次 に規定する化学物 取

扱 を し， 第 様式 を備 るとともに，これを に最 の
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にしてお なければならない。 

 管理 は，化学物 取扱 の があったときには， の しを 括管理

に 出しなければならない。 

化学物 取扱  

第  化学物 を取扱う研究室等に化学物 取扱 「取扱 」という。

を置 なければならない。 

 取扱 は， 要に応じ 置くことができる。 

 取扱 は，管理 の ・ のもと， 研究室等において使用保管される

化学物 を本規 及び関係法 に基 き適 に管理しなければならない。 

環境・ 設マ ト委員会  

第  本学における化学物 の適 な使用及び管理に関する重要な事項は，琉球大 学環境

・ 設マ ト委員会 「マ ト委員会」という。 において する。

化学物 管理 部会  

第  マ ト委員会のもとに化学物 管理 部会 「 部会」とい う。

を置き，研究基 ーの 力を得ながら，本学における化学物 の使用及び管理に関

する 的な事項について を行う。 

 部会に関し 要な事項は， に定める。 

体制  

第  化学物 管理の な 用を るため，部 等に対する を置き，管理

及び取扱 への 等を行う。 

 項の は，研究基 ーとする。 

化学物 を使用する の 務  

第  化学物 を使用する は，化学物 の使用及び管理において，本規 及び関係法

を 守しなければならない。 

 化学物 を取扱う学生等を する職員は，学生等に対して化学物 の適 な使用及び

管理に関する教育及び を行わなければならない。 

 項の ，本規 及び関係法 に定めのない事項については，管理 及び取扱

の に わなければならない。 

化学物 の保管方法等  

第  化学物 の保管においては， 用 や 用保管 等を 用し， ， の ，

は による 物の を防止するように努めなければならない。 

 化学物 の長 保管 は 多による は 等のリスクを けるため，化学物

の 管理は， 的 つ適 となるよう しなければならない。 
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物及び 物の取扱  

第  による ， に 物及び 物 「 物」という。 については，

や 等による事 ・事故を防止するため， は に 定され， できる な 用

保管 に保管しなければならない。 

 物の 用保管 には， 部 ら 確に識 ができるよう「 薬用 物」 は「

薬用 物」の文 を しなければならない。 

 物の 用保管 の は，取扱 が 重に管理しなければならない。 

 物の 器及び には， 部 ら 確に識 できるよう「 薬用 」の文 及び

物については に で「 物」の文 を， 物については に で「 物」の文

をそれ れ しなければならない。 

 物の 器は， 物の 器として 使用されるものを 用してはならない。 

 物の保管 については， は による化学 応等を防ぐため， 用保管 を

にするなど，保管及び 置について しなければならない 。 

化学物 管理システムの 及び管理  

第   化学物 を使用する職員及び学生等は，使用する化学物 を化学物 管理システ

ムにより しなければならない 。
 取扱 は， 項の 及び受 の を適 管理するものとする。

 化学物 管理システムの 及び管理については， に定める 。 

化学物 の 処分  

第  取扱 は，研究室等において管理する化学物 が， 使用の がない場

には， 等の処分を行い，リスクの に努めなければならない。 

 取扱 は， 器を処分するときは， 環境及び保健衛生上の危害が生じるおそ

れがないように措置しなければならない。 

 取扱 は， 職等により本学職員としての 分が する職員がいる場 には，

職員が管理している化学物 を 処分し，その処分 を管理 に しなけ

ればならない。 

 取扱 が 項に定める 処分を った場 には，管理 の において

化学物 の 処分を行わなければならない。 

化学物 による健康障害防止  

第  取扱 は，研究室等の職員及び学生等の化学物 による健康障害を防止する

ため，研究室等で取扱う化学物 の健康に る 等についての を， Ｄ 安全

ー シート を活用して職員及び学生等に しなければならない。 

 取扱 は，研究室等で取扱う化学物 について健康に る 等がより ないも

のに するように努めなければならない。 

 その の健康障害防止については，国立大学法人琉球大学安全衛生管理規 「安全

衛生管理規 」という。  に い，安全衛生管理規 における健康管理 及び安全管

理 の行う措置に 力しなければならない。 
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リスクア ス ト等の実

第 の  括管理 は，本学におけるリスクア ス ト及びリスク 措置

「リスクア ス ト等」という。 の実 について 括する。 

 管理 は， 部 におけるリスクア ス ト等の実 を ・ しなければ

ならない。 

 取扱 は， 研究室等において取扱う化学物 について，リスクア ス トを

実 しなければならない。 

 取扱 は，リスクア ス トの に基 いて，リスク 措置を ずるように

努めなければならない。 

 管理 及び取扱 は，リスクア ス ト等の実 において，研究基

ー及び安全衛生委員会に 等を めることができる。 

 この規 に定めるものの ，第 項及び第 項の規定に基 くリスクア ス ト等

の実 に関し 要な事項は， に定める。 

化学物 に係る事故等の措置  

第  取扱 は，保管・管理する化学物 が に い， は したときは，直

にその を管理 に し，その に わなければならない。 

 取扱 は，保管・管理する化学物 が は 出等により保健衛生上の危害が生

じるおそれがあるときは，直 に管理 に するとともに，その危害を防止するた

めの適 な措置を じなければならない。 

 管理 は，第 項 は第 項の を受けたときは，直 に 括管理 に

しなければならない。 

改 等  

第  括管理 は，化学物 による環境安全衛生上の しくは健康障害が生

じ， は生じるおそれがあると めるときは，管理 に対して，化学物 の使用 止

を 改 措置を じることができる。  

 項の場 において，管理 は，化学物 の使用 止を 改 措置を じなけれ

ばならない。

 項に規定する改 措置を じた管理 は，環境安全管理上の は健康障害の

生ずるおそれがなくなった時点において， じた改 措置及びその について， 括管

理 に しなければならない  

 括管理 は，第 項及び第 項の について，環境・ 設マ ト委員会

に しなければならない。 

事務  

第  この規 に関する事務は， 部， 務部及び 務部の 力を得て， 設

部において処理する。 

－136－



則  

第  この規 に定めるものの ，化学物 の適 な使用及び管理に関し 要な事項

は， に定める。 

改  

第  この規 の改 は，教育研究 会の を て，学長が行う。 

 則 

 この規 は， 成 年 日 ら 行する。ただし，第 ，第 ，第 及び第

の規定は，制定の日 ら 行する。 

 国立大学法人琉球大学 物及び 物管理規則 成 年 日制定 は， 成

年 日の 行の日をもって， 止する。 

 則 成 年 日  

この規 は， 成 年 日 ら 行し， 成 年 日 ら適用する。 

 則 成 年 日  

この規 は， 成 年 日 ら 行し， 成 年 日 ら適用する。 

 則 成 年 日  

この規 は， 成 年 日 ら 行する。 
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第 様式 

化学物 取扱  

 化学物 管理  

 部 等長    

．あなたを，「国立大学法人琉球大学化学物 管理規 」第 による化学物 取扱

に じます。 

．あなたは，化学物 取扱 として「国立大学法人琉球大学化学物 管理規 」を

守し，その保管・管理を適 に行い，事故防止に努めなければならない。 

取扱  

学科等・ 等   管理の場  年 日  年 日  

は，部 等の実 に応じて適 加して し ない。
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録  工学部安全衛生 ス  
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 安全管理 

会 実務研究会編 労働安全衛生法，第一法規出版会

厚生労働省安全衛生部編 安衛法 成 年 版，労働 会 行

用・ 力 機 編 安全衛生， 法人 用 研究会 行

大学等環境安全 会 実務 会会 ，第

国立大学法人 工業大学 安全管理 ー編 健康・安全

大 大学 物理研究 ー編 安全ガ ック

大学大学 球環境科学研究科編 安全マニュアル

琉球大学工学部安全委員会編 琉球大学工学部安全マニュアル

直， ， 本 文，守 ， 本 大学人のための安全衛生ガ ，

化学 人，

大学大 保 安全委員会編 安全の き

大学工学部編 安全マニュアル第 版

厚生労働省安全衛生部安全 編 版 圧電気取扱安全 携 中 労働災害防止 会，

2002 .
電 品 会編 電 理 シリー  安全点 NHK 出版，1998 ．

電気設備 基 研究会編 とき電気設備 基 ・ わ り 成 17 年改 版

ーム ，2005 ．

法人 電気管理 会編 電気管理 携 第 版 ーム ，2004 ． 

日本電気 会編 電気 のための電気関係法規 成 17 年版 日本電気 会，2005 ．

1 省エ ル ー ー ト ッ 現象と ー現象とは  電気管理 Q&A 省エ

ル ー ー，2000

 衛生管理 

琉球大学工学部安全委員会編 琉球大学工学部安全マニュアル

厚生労働省 ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガ の策定について

 録  

会 実務研究会編 労働安全衛生法，第一法規出版会

中 労働災害防止 会編 国立大学等の法人化に係る労働安全衛生関係法 について

会 実務研究会編 労働安全衛生法，第一法規出版会

厚生労働省安全衛生部編 安衛法 成 年 版，労働 会 行
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あ と が き

「工学部安全衛生マニュアル」も本版で 4 目の改訂となります． 回の改訂後の 2014 年

成 26 年 に，「労働安全衛生法の一部を改 する法律」が され，その中で化学物 のリスク

ア ス トの実 やストレスチェック及び の実 ，受動喫煙防止措置の努力 務等が

加されています．本学でもこれらの 規 務に対応して しく学 規則を定め，工学部安全衛

生員会においても の確 ，学部 への を行ってきました．また工学部 での事故を受け

て，改めて労働安全衛生法における 教育およびそれに ずる安全衛生教育の対象となる危険

有害業務の確 を行うとともに，関 教育未受 の対象作業 止について を行いました．

これらの事をうけて，現安全衛生マニュアルの 直し・改定について を行い，2017 年 5 よ

り 10 を けて「工学部安全衛生マニュアル 2018」を作成しました． 
マニュアルの な改訂・編 項目としては， 上記法 改 に う項目の 加 労働

安全衛生法の 教育・安全衛生教育対象業務に関する項目の 加 ッテリーの取扱いや

等に関する注意事項の 加などが げられます．

本マニュアルは 用 の目線に立って，できるだけ分 りやすく 体的な記述をするように心

がけましたが，いたら 点も多々ある と じます．教職員および学生の方々で，改 要 事項

があれば，工学部安全衛生委員会に をお いいたします．

なお本マニュアルの改訂・編 作業において 務係の 様には，安全衛生のエ ス

ートとして多大な を きましたことを，ここに記して感謝 します．

本マニュアルを編 した工学部安全衛生委員会 ーは のとおりです．

機 械 工 学 ー ス 教   上

環境工学 ース 教  

電気システム工学 ース 教  

電子 ース 教  

会基 ザ ース  教 行

学 ー ス 教    健

ー ス   教  有

部 職員 厚

部 職員 理 則

事 務 部 事 務 長 多 真

事 務 部  務 係  

事 務 部  務 係 

  学  ー ス   教   スト作成

安全衛生委員会 委員長  記

安全衛生マニュアル

成 30 年 3    行

編 行  琉球大学 工学部 安全衛生委員会

 琉球大学 工学部 事務部 務係

903-0213  中  
TEL 098 895 8589 
FAX 098 895 8590 
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